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捜
査
段
階
で
、
外
国
人
ら
か
ら
供
述
を
得
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
も
し
そ
の
者
が
司
法
手
続
き
で
通
常
使
川
さ
れ
て
い
る
言
語
（
成
判

言
語
）
に
通
じ
て
い
れ
ば
、
そ
の
言
語
で
取
調
べ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
今
日
ま
で
の
所
、
外
刷
人
ら
に
、
自
分
の
選
択
す
る
言
語

（
１
）
 

（
母
菰
、
）
で
取
調
べ
を
受
け
る
権
利
を
保
障
し
た
立
法
例
を
知
ら
な
い
。
ま
た
、
国
際
人
縦
波
で
も
、
そ
こ
ま
で
は
保
障
さ
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
多
く
の
場
合
に
、
外
国
人
ら
は
故
判
言
語
を
ま
る
で
理
解
し
な
い
か
、
不
十
分
に
し
か
剛
解
し
て
い
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、

迦
訳
を
介
在
さ
せ
て
取
淵
べ
を
行
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
に
、
言
語
に
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
の
あ
る
村
が
不
利
に
扱
わ
れ
な
い
よ
う
に

す
る
に
は
、
大
別
し
て
二
通
り
の
手
だ
て
が
考
え
ら
れ
る
。

第
一
の
手
だ
て
は
、
外
側
人
ら
の
彼
疑
背
に
公
曲
の
通
訳
を
求
め
る
椛
利
を
認
め
、
他
力
、
司
法
当
局
に
迦
訳
配
佃
の
筏
務
を
負
わ
せ

る
や
り
方
で
あ
る
。
こ
の
発
想
の
代
表
例
は
、
被
疑
者
が
逮
捕
さ
れ
た
と
き
の
権
利
を
扱
っ
て
い
る
国
際
自
由
権
規
約
九
条
で
あ
る
。
そ

の
第
二
項
は
、
「
逮
抽
さ
れ
る
背
は
、
逮
柵
の
時
に
、
そ
の
川
山
を
告
げ
ら
れ
る
も
の
と
し
、
自
己
に
対
す
る
披
碇
邪
火
を
速
や
か
に
告

こ
の
条
文
は
、
当
時
す
で
に
成
立
し
て
い
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
椛
条
約
の
五
条
二
項
の
規
定
に
Ⅲ
米
す
る
。
ｎ
条
は
「
述
伽
さ
れ
て
い
る

者
は
何
人
も
、
速
や
か
に
、
自
己
の
理
解
す
る
言
語
で
、
逮
捕
の
理
由
な
ら
び
に
自
己
に
対
す
る
被
疑
事
実
を
告
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

一一一一一
敗
判
を
受
け
る
椛
利
と
迦
訓
を
求
め
る
樅
利
（
江
橘
）

の
第
二
項
は
、
「
逮
抽
さ
れ
る

げ
、
わ
れ
る
」
と
定
め
て
い
る
。

第
一
章
法
廷
外
で
通
訳
を
介
在
さ
せ
て
得
ら
れ
た
供
述
、
証
拠
の
取
扱

は
じ
め
に
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映
学
志
林
第
八
十
七
巻
第
四
号

二
四

な
い
」
と
な
っ
て
お
り
、
両
者
は
よ
く
似
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
ほ
う
に
は
、
「
自
己
の
理
解
す
る
言
語
で
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
、
捜
査
段
階
の
取
調
べ
で
被

疑
者
の
理
解
で
き
る
言
葉
を
使
用
す
べ
き
点
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
人
権
規
約
の
草
案
に
は
こ
の
言
葉
が
な
か
っ
た
の
で
、

国
際
人
権
規
約
の
審
議
過
程
で
は
、
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
と
同
趣
旨
で
「
そ
の
理
解
す
る
言
語
で
」
と
い
う
言
葉
を

追
加
挿
入
す
る
提
案
が
な
さ
れ
た
。
他
の
諸
国
は
、
こ
の
言
葉
を
加
え
る
ま
で
も
な
く
、
も
と
も
と
そ
う
い
う
意
味
で
あ
る
と
理
解
し
て

い
た
の
で
、
こ
の
修
正
は
採
択
さ
れ
る
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
。

第
二
の
手
だ
て
は
、
適
正
な
通
訳
の
つ
か
な
い
状
態
で
得
ら
れ
た
供
述
な
ど
を
、
証
拠
法
上
で
問
題
に
し
、
通
訳
が
不
十
分
な
い
し
不

適
切
で
あ
っ
た
と
き
に
は
、
そ
の
供
述
の
証
拠
能
力
を
否
定
す
る
と
い
う
方
策
で
あ
る
。
日
本
国
憲
法
が
三
六
条
で
拷
問
を
絶
対
的
に
禁

止
し
た
う
え
で
、
三
八
条
二
項
で
拷
問
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
証
拠
の
証
拠
能
力
を
否
定
し
た
、
二
亜
構
造
の
保
障
の
形
に
似
て
い
る
。

コ
モ
ン
ロ
ー
諸
国
の
場
合
に
は
、
こ
の
面
で
の
判
例
の
蓄
積
に
な
か
な
か
に
興
味
溢
れ
る
も
の
が
あ
る
。
コ
モ
ン
ロ
ー
の
法
体
系
で
は
、

被
告
人
に
新
し
い
権
利
を
付
与
す
る
よ
り
は
、
平
価
れ
た
証
拠
法
の
操
作
に
よ
っ
て
問
題
を
解
決
す
る
ほ
う
が
や
り
や
す
い
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
を
以
下
で
具
体
的
に
検
討
し
て
み
た
い
。

（
１
）
麗
恩
（
鷺
勾
§
の
一
一
い
】
・
Ｐ
３
で
：
⑪
ｇ
へ
８
＄
浄
。
『
ず
８
斤
〕
瞑
」
・
向
・
⑩
・
司
豐
月
〔
（
・
『
ず
の
シ
ロ
ロ
ー
ー
２
（
一
・
コ
。
（
〔
ヶ
ｏ
ｍ
Ｅ
『
・
で
一
：
、
。
つ
く
§
二
・
コ
。
。
囚
巨
：
。

宛
行
ゲ
ワ
．
（
】
②
⑪
『
）
ロ
・
】
し
や
。

イ
ギ
リ
ス
で
は
、
捜
査
通
訳
に
か
か
わ
る
問
題
は
、
伝
聞
証
拠
排
除
原
則
を
ど
こ
ま
で
適
用
す
る
か
と
い
う
レ
ベ
ル
で
処
理
さ
れ
る
。

第
一
節
イ
ギ
リ
ス
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行宮はアにな人たる、イしう、いスリ
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Ｗ’たはれ’訳つで勝う疑りい題例国大げ
慰質ながドした起をに打スたのに人災た
け’１１１い伝を、。訴生、なでの所合の帝，i,，
ろの。聞尋ア捜さん調どはて征わ刑国定

'１１意尋証,Ⅱ，タイ〔れだ書の、あがせ事の法
と味’''１拠し，のた指な発迦ろ［，て事時は
ｊｍも１Ｖにたド段マ尊い言訳う党統件代な

＃ｉＭｌＲ灘ご'':Ⅶサムガ。さ－ばかいれ的相らし
求’］語る宮ルの人判モ災イ,：るな当、、

111{ｌｉ 
ｆｌ身しとのタアの例を語さ
Mi2ll1鶚瞥壌↑；!{,キボ８槌
へえ解をを供ドでアす翻捜

';のせ申求述のあ’ろ訳迩，;,,kfi,ｌｌ１ｉｉｌＩ－災ずしめすミ１ｈつ，こと段
訳、立たる’''１たドとを，jMi
bアて。とは。?'iが誠で（ｋｉｌＷい
’ＦＭ夕た、迦彼件許言の図うる時ｉｌｉ
解’･通訳告判さす供人とがち弐
でドア訳を人決れる述のす、、０６，
きはタが介アとるのに人る言災え

てマ’災し’よ。がつ椛努謡譜Ｓ
いルド語てソば原い

ｌｉ１ｌｉ(ルカｉなタのに行二れ，,,，て
い語陳通わ’るとはす兄通解ノ!（
・し述訳れ・一さ、るらをで木
しかのしたアノＬれ当［，れ改き的
た１１Ｍ内、。タ五て該党な善なに
が解容捜捜’八いののかしい，ｉ
つしを査ｆｌｉドイ'主ろｊ、高つよ人，,,，
てな証宮’計はの。訳またう，,,，題
、い言がが、！'’そ人つ。とのは
尋。で記英英央のがた適す，ｌＩｉｗ
’''’彼き録ｉｗｉ語）｢'’たｉｉ」〈、正ろ人決
とはるすでを事め廷二な対りし
陳、のる２W話蚊にで・通策もて
述縛はこ’'１’す判は証，１１訳は多い
は察通としこ所、人紀を08,かろ
被Ｔ｛訳に、と判ｊｕｍにと求々つと
二告がでな』ＩＤも決訳ないめのたみ
ノｉ人通ある訳１J'１で入りうる我゜ら
の訂くつ。が解あへが、－，被判英れ
ｉＩｌｉにて公そするし記記時疑で語て
ｉｉｆｉｌｉｉｌ尋判れる。億億代者異のい
でけ間でをここをにし＿のなＦＭる

、
｡ 

Hosei University Repository



オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
コ
モ
ン
ロ
ー
圏
に
屈
し
、
し
た
が
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
は
こ
の
国
で
も
判
例
と
し
て
活
川
さ
れ
る
。
捜
査
通

訳
に
つ
い
て
の
ア
タ
ー
ド
事
件
判
決
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
捜
査
通
訳
に
関
し
て
は
、
こ
の
国
は
捜
査
側
に
有
利
な
方

法
学
志
林
第
八
十
七
巻
第
四
号

一
一
一
ハ

行
わ
れ
た
も
の
と
は
一
言
え
な
い
。
こ
う
し
た
証
言
は
排
除
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

担
当
の
ゴ
ー
マ
ン
裁
判
官
は
、
弁
護
側
の
異
議
を
認
め
、
こ
れ
は
伝
聞
証
拠
で
あ
る
と
し
て
排
除
し
、
警
察
官
の
証
言
を
禁
止
し
た
。

裁
判
の
記
録
は
以
上
に
尽
き
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
件
を
契
機
に
、
イ
ギ
リ
ス
内
務
省
は
全
国
の
警
察
当
局
に
指
令
を
発
し
、
今
後

は
、
同
孤
の
事
例
で
は
被
告
人
の
陳
述
に
つ
い
て
通
訳
に
証
言
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
捜
査
通
訳
と
し
て
は
、
「
通
訳
本
人
が
、

通
訳
時
に
メ
モ
を
残
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
公
判
廷
で
証
言
で
き
る
よ
う
に
準
備
し
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。
こ
れ
が
で
き
な
か
っ
た

と
き
は
、
尋
問
に
立
ち
会
っ
た
警
察
官
の
作
成
す
る
記
録
に
通
訳
が
響
名
し
、
公
判
廷
で
の
証
言
の
際
に
記
憶
喚
起
の
た
め
に
利
川
で
き

（
２
）
 

る
よ
う
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定
め
た
。
ま
た
、
通
訳
に
際
し
て
作
成
し
た
メ
モ
を
当
日
に
被
疑
者
に
挙
趣
み
聞
か
せ
て
サ

イ
ン
を
得
て
お
く
こ
と
も
勧
告
さ
れ
た
。
こ
の
指
令
が
全
国
の
実
務
の
あ
り
方
を
決
定
し
た
。
そ
の
後
、
捜
在
通
訳
の
ト
ラ
ブ
ル
は
な
く

（
３
）
 

な
っ
た
。
学
説
も
こ
の
実
務
を
概
ね
支
持
し
て
い
る
。

（
１
）
元
・
く
・
皆
【
“
ａ
．
（
己
囲
）
窟
Ｑ
・
シ
マ
っ
・
詞
・
巴
。

（
２
）
』
い
、
『
・
シ
ロ
マ
幻
．
⑪
Ｐ
①
⑭
．

（
３
）
○
］
・
同
ヨ
ョ
ー
ロ
鉱
．
シ
で
『
：
二
２
｜
シ
で
己
８
月
プ
Ｓ
Ｑ
－
ヨ
ー
コ
煙
一
勺
『
Ｒ
ａ
こ
『
の
（
⑭
『
１
２
．
）
（
巳
⑪
い
）
・
っ
・
さ
】
・
」
．
ｐ
四
の
五
○
コ
．
、
く
－
１
，
．
月
（
』
の
段
）
・
勺
・
巨
巨
『
已
匂
・

少
勺
『
：
（
－
２
－
シ
ロ
ロ
『
・
月
ご
・
向
く
江
９
．
の
（
⑭
。
」
ａ
・
）
（
ご
“
い
）
．
ご
」
３
シ
・
涙
８
息
弓
ゴ
の
買
８
．
３
匠
宅
・
扇
ぐ
己
雨
。
、
の
（
い
且
ａ
・
）
（
ご
ｇ
）
・
口
・
】
⑫
】
・
勺
・
口
・

○
圏
二
侭
司
・
Ｑ
５
：
＠
ｍ
ｓ
２
５
．
．
，
く
－
１
９
８
（
』
旨
）
・
ロ
・
い
日
．

第
二
節
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
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ピ
ン
チ
に
な
っ
た
検
察
側
は
、
こ
の
通
訳
に
は
、
正
確
に
通
訳
に
あ
た
っ
た
』
川
の
証
言
を
さ
せ
て
退
席
さ
せ
、
か
わ
っ
て
急
き
ょ
、
ソ

ド
ミ
放
判
の
公
判
廷
で
カ
ー
ン
の
弁
護
に
当
た
っ
て
い
た
者
を
証
人
に
し
て
カ
ー
ン
の
偽
証
し
た
内
容
を
証
言
さ
せ
た
。

第
一
審
の
裁
判
所
は
、
こ
の
証
言
を
証
拠
と
し
て
採
用
し
て
、
偽
証
罪
に
つ
い
て
有
罪
の
判
決
を
く
だ
し
た
。

弁
誕
側
は
、
控
訴
瀞
で
、
こ
れ
は
排
除
さ
れ
る
べ
き
伝
聞
証
拠
で
あ
っ
て
、
偽
証
は
立
証
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
と
主
張
し
た
。

裁
判
所
の
理
解
は
分
裂
し
、
弁
護
側
の
主
張
に
理
解
を
し
め
す
者
が
あ
っ
た
が
、
多
数
意
見
は
原
判
決
を
維
持
し
た
（
反
対
意
見
が
あ

る
）
。
こ
の
事
件
は
、
一
見
す
る
と
法
廷
通
訳
問
題
の
よ
う
で
あ
る
が
、
実
は
法
廷
（
こ
の
場
合
は
偽
証
罪
の
賦
判
の
法
廷
）
以
外
の
場

所
で
通
訳
を
介
在
さ
せ
て
得
ら
れ
た
証
拠
の
扱
い
の
指
導
的
な
先
例
で
あ
る
。

（
２
）
 

カ
ー
ン
酬
件
の
先
例
に
そ
っ
た
の
が
、
一
九
四
六
年
の
一
フ
ウ
・
チ
ー
事
件
判
決
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
五
名
の
巾
旧
人
が
中
国
人
の
知
人
を
殺
害
し
た
殺
人
耶
件
の
放
判
で
あ
る
。
被
告
人
ら
の
尋
問
に
当
た
っ
た
瀞
察
官
は
、
二

名
の
行
と
は
東
南
ア
ジ
ア
の
ビ
ジ
ョ
ン
・
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
で
会
話
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
そ
れ
以
外
の
彼
傍
人
た
ち
と
は
巾
国
語
の

通
訳
を
介
在
さ
せ
て
会
話
し
た
。
事
件
は
プ
リ
ス
ベ
ー
ン
市
の
刑
事
裁
判
所
で
裁
判
に
付
さ
れ
、
公
判
で
は
、
通
訳
が
証
人
に
立
っ
て
、

餓
判
を
受
け
る
椛
利
と
通
訳
を
求
め
る
椛
利
（
江
橘
）

二
七

向
で
杣
脚
色
を
持
っ
て
い
る
。

（
１
）
 

捜
査
通
訳
の
先
例
と
な
っ
た
一
九
○
一
年
の
ス
ン
ダ
・
カ
ー
ン
事
件
は
、
ソ
ド
、
、
、
で
起
訴
さ
れ
た
イ
ン
ド
人
が
法
廷
で
虚
偽
の
陳
述
を

行
っ
た
偽
証
罪
の
馴
件
で
あ
る
。
こ
の
被
告
人
は
ヒ
ン
ズ
ー
譜
し
か
皿
解
し
た
か
っ
た
の
で
、
陳
述
は
ヒ
ン
ズ
ー
語
で
行
わ
れ
、
通
訳
が

つ
い
た
。
偽
証
非
の
法
廷
で
は
、
偽
証
の
行
わ
れ
た
こ
と
を
立
証
す
る
た
め
に
こ
の
通
訳
が
検
察
側
の
証
人
と
な
っ
た
が
、
彼
は
、
自
分

で
通
訳
し
た
内
容
を
証
言
と
し
て
Ⅳ
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
偽
証
卵
の
法
廷
で
、
肝
心
の
偽
証
の
邪
突
が
立
証
で
き
な
い
と
い

う
大
失
態
で
あ
る
。
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て論起船れ三排すン歴て川
いさ控訴ｌ」た満も除る卜つ通ｊＩｌｌ波
たず訴ざととのつさ以Ｉｌｌ１た訳Ｉｌｉ判
の、群れしこ’'１とれ上論便に控所
でまで、てろｌＩｌもろ、と川当訴は
あたｌｉ－ｌＩｌか人、ベ瞥よ者た故こ
ろ、、瀞ｌｌｉｌらが一き察１１のつ判の
ｏｌｌｌ被でせ始、ノＬでＴｉれ発て所ｉｉｌｌｉ

鯉i溌liiliは人同

溌鱗：鍬
、ら担
通に当
訳伝官
人えののさ告ラＩ土併
l±て証をに人ブ、せ
通｜|｝言しとｆｌｘｌ（尋こはルこて

噂ⅧlIlW9認!拙'：正ＩＩｉｌを
Iこを’'１１

迩促麺彼あi【(＃た採訳利う人訳しにと川、ｌＨなら

ｉｌｉ１Ｍ したしきし不は場１１

＄！：；ｗｌｌ１ｌＩＭ 
たｌｕたとた適被合イｊ
旨当゜
の宮と

洲j麓鰹“＄liL
証はい
言’'１う
をｌＥ１の
す語はかをののあた張力,｝被の
るを、つ１１１条n1iる゜をす告で
たＥＩ１こた意（ﾉ|：（Ⅱ；もｊＵｕする人、
め解の・しではの訳るとにこ

き=,,１Ｍ；にしり『とがこ判一れ
証な件し、と断稲を
人かでで名〃〈氏てｆ１がしの不
席つは彼の二法扱分でた－，１１１（
にた、ら者○述わはき。代と
つの三はに条反れへＪｌｉな通Ｈ１し
くで名保、へのる旦確い訳人て

釈そ一ＪＭこ、ｌｌｌ。に。のレク
と通の許れ￣で擬ｉ、こ発とイ
を訳二可をにイブ察訳れ言しＩ
しを名条受よ）1１‘I＃し｜土はてン
な介が （ノトけ０とのたエそ孫ズ
か在英述人保さ証とイの川ラ
つさ語反れ釈れ言,Iｴジ者さン
たせをでてさた１１郷エをれド
◎ 

法
学
志
林
第
八
十
七
巻
簸
川
陽

二
八

被
告
人
が
中
国
語
で
話
し
た
こ
と
を
正
確
に
英
語
に
翻
訳
し
た
と
証
言
し
、
具
体
的
な
証
一
言
内
容
に
つ
い
て
は
、
尋
問
し
た
警
察
官
が
証

）
し
た
。
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裁
判
所
は
、
被
告
人
側
の
主
張
を
受
け
入
れ
、
担
当
官
の
証
言
は
伝
附
で
あ
る
と
し
て
排
除
し
、
原
判
決
を
破
棄
し
て
差
し
戻
し
た
。

（
こ
の
ほ
か
に
、
担
当
官
が
口
頭
で
伝
え
た
「
希
望
」
は
出
国
の
指
示
と
言
え
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
事
情
も
あ
る
）
。
こ
の
判

決
は
イ
ギ
リ
ス
の
ア
タ
ー
ド
事
件
判
決
に
近
い
も
の
が
あ
る
。

だ
が
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
、
こ
の
判
決
は
例
外
で
あ
り
、
多
く
の
判
決
が
、
カ
ー
ン
邪
件
の
判
決
に
し
た
が
っ
た
。
こ
の
立
珊
を

（Ｐの）

と
り
、
以
後
の
判
決
に
多
大
の
影
縛
を
与
・
え
た
の
が
、
一
九
六
一
年
の
ガ
イ
オ
事
件
判
決
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
パ
プ
ア
・
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
で
起
き
た
、
先
住
氏
族
の
グ
ラ
リ
・
ガ
イ
オ
に
よ
る
姿
殺
し
の
殺
人
事
件
で
あ
る
。
ガ
イ
オ
は
ア

ポ
リ
ジ
ー
ー
で
あ
り
、
モ
ト
ゥ
語
し
か
話
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
警
察
で
は
、
警
察
官
が
モ
ト
ゥ
譜
が
話
せ
な
い
の
で
、
同
じ
先
住
民
族
の

正
式
な
通
訳
が
介
在
し
て
、
英
語
と
モ
ト
ゥ
語
に
よ
る
取
調
べ
が
行
わ
れ
た
。
ガ
イ
オ
は
、
取
調
べ
中
に
殺
人
を
自
白
し
た
。

第
一
瀞
の
公
判
廷
で
は
、
通
訳
が
証
人
と
な
っ
た
が
、
通
訳
時
に
メ
モ
な
ど
を
作
成
し
て
お
か
な
か
っ
た
た
め
に
通
訳
内
容
の
川
現
が

で
き
ず
、
祇
確
に
通
訳
し
た
こ
と
だ
け
を
宜
縛
し
て
、
驚
察
官
の
証
人
と
交
代
し
た
。
取
調
べ
に
対
す
る
ガ
イ
オ
の
供
述
の
内
容
は
こ
の

判
決
は
有
罪
で
、
懲
役
十
年
と
さ
れ
た
。
被
告
人
側
は
控
訴
し
た
が
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
高
等
奴
判
所
は
、
川
対
一
で
控
訴
を
棄
却
し

た
。
裁
判
所
の
判
断
で
は
、
こ
の
事
件
で
の
通
訳
は
、
正
確
に
通
訳
に
努
め
て
お
り
、
偏
見
は
存
在
し
な
い
か
ら
、
通
訳
は
ほ
と
ん
ど
機

械
と
一
緒
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
取
り
調
べ
た
警
察
官
は
、
通
訳
の
言
葉
を
ガ
イ
オ
本
人
の
言
葉
と
同
視
し
て
よ
い
こ
と
に
な
る
。

こ
の
ガ
イ
オ
靭
件
判
決
は
、
そ
の
後
、
今
側
ま
で
、
こ
の
同
の
捜
査
通
訳
問
題
の
指
導
的
判
例
の
地
位
を
保
っ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
の

峨
判
を
受
け
る
椛
利
と
通
択
を
求
め
る
縦
列
（
征
柵
）

二
九

た瀞
。）トリ祭
政決官
flIはが
所イ丁陳
の罪述
判でし
断、た
－ﾌﾟニＺ４ＬＰ◎

柧
当
官
が
証
人
と
な
り
、
迦
訳
を
介
し
て
彼
ら
に
伝
え
た
内
容
と
、
同
じ
く
迦
訓
を
介
し
て
知
っ
た
彼
ら
の
就
業
机
否
の
返
蒋
を
証
言
し

て
い
た
の
で
あ
る
。
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奥呰そが被て被る対に
実入れ、告』|ｉいく!『彼し彼こ
被Ｉｊ抜〃人’|：た人害てにれ
｛1テ｜:１きイ（||リは。が者、脅’よ
人分にオは鏑し俗が検迫、
がでなりｉ、一た訴善察や殺
語ｉｕＩさ（１；第瀞がし良０１１１鰹人
つ訳れＷｌｌ－でつたなは撃斗；
たをた決審イゾてとＴＩｊ、を件
も選瀞にのソ１１，き民被加で
の定察よ蛾）トリ肢ので告えあ
とし官れ判決告光あ人続り
みてのば所が人言るがけ、
な巡証、が〈のをこ－て被
され言水、だ発証とｌｐ１いく'『
れてか（'|：皿さ言言をはた入
る行らは訂くれとし知警事は
。つ波迦：行、したつ察情共
カバたくしｉ訳に彼て・てにを語
主の人背ｉｌｉ〈Ｉｉ警と発くｌｉＩｌＹの
ででのに確人察こ言訴bIili
ああ苑ｉｌｉなＩ|'｜官ろしし＿ヒノノ
るり言１Ｍ；皿かがでてにげに
彼、１Nな訓ら証、い行、難
くＩｉｊｍ容ｊｕｊを搾言〈!；たつそ点
人訳を訳し訴し訴とてのが
は１１認でたさたの主い件あ
、彼定あＨれのた張たでる
後〈l；すつのたはめしこ何。
に入るた宜。、にたと回彼
なのの旨橡ク夷野・をかは
つエ｜よの供イは察こ認警、
てイ述穴述｜、粋のめ察殺
jlnジ法γi：をン通に検たに人
訳エでをさズ訳｜Ⅱ察が告」|Ｉ
がンあさせラが頭側、訴（'ト
謀卜るせるソ話すのそしに
訂（ととる手ドしる主のにう；
や考主べＩUｉ擁た際張う行つ
不え帳きを訴１Ｎににえつた
Ｉ１１らし１１「宵瀞容、沿でて背
確れた例い奴の被つ、いｊｉ（
な、。でて判証〈!『てそると
訳そしあ轡所言人、のとし
をのか０察）１１｜で｜土警際主て
し皿し、宮ｇｌｉあｊ、察に帳、
た訳ノj〈しに部つ訳官被し彼
とし、トリた証のたをがく!；た；l；
主たＩﾘＴが言〃《。｜月１１１１人。祈
りｌｉｌﾉﾘはつさ廷道廷はこが
す容、てせでさしむれ生
るＩｉ彼、た、せ、しに１iii

（
６
）
 

判
決
で
幸
の
ろ
う
。

オ人ア
オ’しタ
’スて｜

ス卜つド

トラくＩ|ﾄﾞ
ラリＩ）件法

リエfiMijii
のいたと林

iIilr 
111 
、先ア

ス仇の-1.民力
△族が
二の広
ｲド（1：い
の民。
1$（）そ
｢］大れ
ﾂﾞ.１札は
ンに、三
ス抱多○
参卜え民
１込族
邪んが
('|：だ流
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にこ後本人し取マ求がの適
当とに一人．女通て調一事め’二ｌ取－ま絡
大をｊｉｉｊ九のＩｌｌ｛訳いくノＬ件、ｉｊｌｉ説Ｉ（！'：た’'1：
っ述｜流七発がのろの七のゼでべは、に
たべで八言、１１M゜後○我マ内を、一火

ＡＲ響た行イＩｉとルｉｊ題戒でｆＩ：）卜１１は容受災ノＬけ
判察。なのさ暁は判、に所そをけ諮六る

覧眺閲ｉＷ(wlilY鴬淵iと）州|Ｍ術，
：残ろたも証娘訴、官似拠応リ譜みに示
樅しがギ交言を訟六がの能ﾋアの響はし

１た、リ通の通で年調ミ}ドノ」た語尋き、た
汕要後シ１１ｉ内じも前書件を。に’'１１がヴ。

糊lii繩i1iii船？嘉鰄８馴照；
jli記審を起過察プマみったｉＩｉし語ず}
ろの賠話｜ﾉＪ矢１.イルリｉ、た゜の、で、リ

MitMl：：＃鮒|ルポＳｉｌｌＭＲ細
ヘを求鴇。の’''１る決がののはしので

１%証訴察（資にこに翻旦'‘：'１；、たノノニー拠訟官ニド料｜Ⅱ｜と依訳件拠英・も件
とでのアに答が１mしは能語そｌｌｌの
し、画ス使しあし、ユ ノノでのらケ
て十’'１１１１わたるて被｜に；I；席れ｜
認分にニドれ。。、疑ゴっかにてス
めにはりたここ者スいれはいが
、１`１１，シ゜の九ののうてた別る’111

場七場署ビそ１１１１道ヤは洲のイ題
オＬに路人合四合名ア、書籍タに
にｊ１；櫛のに年もがのこを察’ノな
よ意断女はの証求言れ｜］官アつ
りしにヤｌｉ 、事へ１，め‘Hｆをでが人た
、て際でエ件２能らに否ｊｕｌＩ｝ゼ。
彼いし、イで力れか定つてマ
女たて［Ｉジはを、かした’''１の
のと十助エ、認こわた゜蒋斗i‐
ｌｌ１ｌｌｌＩｌｉ分１１〔ン交めのる先一そを（'に
の言にに卜通た場も例且の記で
１１：し）`'1はＨｌ１事。合のが後録あ
意たＩＨＩね論故６でｉＩ`〔にしる
義。にらがの彼、ｉｉｉ、、。
勝蛾気れ係彼疑災に蒋取彼
述判をた川害者譜だ察訊Ｉは
反所配ｏｎざ者はとさはべ、
のはつ彼れで同のれ洲の似
三週、て女、あ意通て謝岐１１；
一矢ルｉｊいＩｉ娘るし訳いへ後！|ｉ
を院な、のうてをたのに（'|：
認．でかＬｌｉ苑ラサ人が粋瀞で
定iiiつ故高ンイれ、名察憐
し’''１たｉｌＩ〔｜ﾕスンたゼを官察
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結
局
、
こ
の
国
の
判
例
は
、
法
廷
外
で
通
訳
を
介
し
て
得
ら
れ
た
証
拠
に
つ
い
て
は
、
誠
実
な
翻
訳
で
あ
っ
た
と
い
う
通
訳
者
の
宣
誓

さ
え
あ
れ
ば
許
容
す
る
と
い
う
線
に
ま
と
ま
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
英
語
で
洲
排
が
作
ら
れ
、
そ
れ
を
、
溢
烙
も
能
力
も
定
か
で
な

い
も
の
が
被
疑
者
に
翻
訳
し
、
そ
の
翻
訳
は
い
っ
さ
い
記
録
が
残
さ
れ
な
い
で
、
十
分
に
皿
解
で
き
な
い
英
語
の
洲
諜
に
サ
イ
ン
を
求
め

ら
れ
る
。
誤
訳
か
ら
の
保
障
は
な
い
。
こ
の
方
式
は
、
繰
り
返
し
て
い
う
が
、
ア
ポ
リ
ジ
ニ
な
ど
の
先
住
民
族
や
、
中
国
人
、
日
本
人
な

ど
で
腔
業
労
働
者
、
ｕ
噸
採
取
の
漁
師
と
し
て
奴
隷
同
然
で
送
り
込
ま
れ
た
者
を
抱
え
込
ん
で
、
彼
ら
の
人
権
の
保
護
よ
り
も
、
彼
ら
を

処
刑
す
る
こ
と
の
効
果
を
優
先
さ
せ
た
、
白
蝋
主
義
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
旅
物
で
あ
る
。
い
ず
れ
、
川
際
人
椛
の
水
率
が
向
上
す
る
か
、

Ｍ
内
で
、
言
語
の
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
負
う
も
の
の
権
利
Ⅲ
復
の
迦
勁
が
高
ま
れ
ば
、
再
検
討
が
必
要
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
１
）
丙
・
く
．
⑪
：
：
尿
意
っ
（
］
ｇ
］
）
・
扇
乏
・
Ｚ
。
（
ｚ
・
切
・
旨
）
恩
．

（
２
）
幻
・
く
・
匠
巨
、
三
：
垈
・
３
３
．
（
】
の
台
）
Ｃ
・
⑪
・
幻
・
・
留
・

（
３
）
Ｏ
・
ヨ
ョ
。
。
乏
２
－
ら
く
・
気
＃
・
［
】
ｇ
い
］
局
ｚ
・
ｍ
・
競
い
。

（
４
）
”
・
く
・
三
・
昌
彦
ニ
ヲ
コ
、
（
】
①
い
『
）
・
闇
・
『
心
三
・
渦
．
（
Ｚ
。
⑫
．
三
・
）
笈
『
．

（
５
）
。
旨
○
く
・
幻
．
（
ご
臼
）
己
公
０
．
Ｆ
・
冗
・
・
旨
、
。

（
６
）
”
・
く
・
穴
・
『
二
一
コ
ー
ロ
『
・
口
蔚
云
】
．
（
】
＠
巴
）
２
．
幻
・
思
い

（
７
）
幻
・
く
・
際
ョ
讐
窒
。
。
］
の
：
８
（
】
④
①
△
）
・
［
己
『
。
］
ぐ
・
冗
・
⑭
困
・

（
８
）
幻
・
く
・
印
“
一
目
。
：
一
．
匡
燃
・
［
巳
硬
〕
ぐ
・
幻
・
臼
。

（
９
）
ぐ
：
ぐ
の
一
Ｎ
§
く
・
幻
。
汀
月
８
コ
．
（
】
ヨ
ム
）
①
⑫
．
シ
・
切
刃
・

（
川
）
⑪
ヨ
ー
（
ず
：
α
抄
。
。
（
ず
ｑ
く
・
厘
四
・
泌
・
（
』
①
認
）
い
］
宙
Ⅲ
幻
台
⑭
．

法
学
志
林
捨

て
賠
償
額
を
減
額
し
た
。

結
局
、
こ
の
国
の
判
例

節
八
十
七
巻

第
四
暇
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カ
ナ
ダ
で
は
、
捜
在
通
訳
問
題
に
つ
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
先
例
が
そ
の
ま
ま
判
例
と
し
て
皿
川
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
、

カ
ナ
ダ
の
先
例
と
し
て
と
く
に
紹
介
す
べ
き
も
の
は
見
あ
た
ら
な
い
。
た
だ
、
や
や
特
殊
だ
が
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

郵
便
配
達
の
業
務
委
託
を
受
け
て
い
た
元
郵
便
局
長
と
妻
が
、
架
空
人
名
義
で
ウ
ィ
ニ
ベ
ッ
ク
巾
の
イ
ー
ト
ン
社
に
商
品
の
郵
送
を
注

文
し
、
配
述
途
中
で
撚
み
だ
し
た
事
件
。
偽
装
の
注
文
譜
を
丼
い
た
の
は
火
で
あ
る
ら
し
い
が
、
要
が
す
べ
て
の
卵
を
か
ぶ
る
こ
と
に
な

り
、
そ
の
旨
の
調
灘
が
作
ら
れ
た
。

鍵
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
語
を
〃
語
と
し
て
お
り
、
英
語
の
理
解
が
不
十
分
で
あ
っ
た
が
、
調
掛
は
英
語
で
で
き
て
お
り
、
彼
女
の
サ
イ
ン

性
訴
瀞
の
弁
通
人
は
、
彼
女
が
洲
諜
の
内
存
を
皿
解
し
て
い
な
い
と
争
っ
た
。

放
判
所
は
、
彼
女
が
、
第
一
瀞
の
法
廷
で
、
と
き
お
り
通
訳
の
助
け
を
借
り
な
が
ら
も
英
語
で
証
言
し
て
い
る
こ
と
、
調
諜
を
作
成
し

た
警
察
官
は
、
こ
れ
を
英
語
で
読
ん
だ
後
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
語
の
話
せ
る
警
察
官
が
迦
訳
し
て
聞
か
せ
た
と
証
言
し
た
こ
と
、
当
該
の
通
訳

（
１
）
 

に
あ
た
っ
た
鮮
察
官
が
正
確
に
皿
択
し
た
と
宜
杵
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
弁
訓
人
の
主
服
を
退
け
た
。
ア
タ
ー
ド
訓
件
の
線
か
。
ｂ
す
る
と
、

や
や
緩
抓
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
る
。

（
１
）
河
・
く
・
写
：
。
冒
天
（
一
℃
易
）
・
８
，
．
Ｃ
・
、
・
さ
。
（
シ
一
【
・
・
⑭
．
○
シ
ロ
ロ
・
ロ
く
・
）

鍵
は
、

が
あ
る
。

第
三
筋
カ
ナ
ダ

哉
利
を
受
け
る
権
利
と
通
訳
を
求
め
る
権
利
〈
江
橋
）

一

一

一

三
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起
き
た
。

をつにつ語かをｌｌｌさ
こｉｌ「て蛾ｊｌｎたでら鮫ｊｉｎもらこ
の現）ル判訳ｊｕｊ供のも訳、にの
判で除所し訳述窃イ「打オ、囚
決きしはたはし盗名が｜被で
になた、と、たでな公ス叉は
よく。こｆｉ〔ム゜有先判卜配、
ってしう樽ソ公罪例廷ラ・打支
てもかしすチ判にはでリの配
、、したるエ廷な、立ア言ビ昔
捜記、事こらでつ一醤と語の
査録他｜ｉｉｉとが、たノＬ供同で言
当を刀のも尋取、凹述じあ語
局ｉｉｌｌｉでもでｌｌ１１調ム六すよるで

職Ｗ鳥洲だ；lIIli2鰍
さし決Ｉｉかえ当エム、、の災
れては、つたたとソＩＭＩィ先語
た認、こ大言ついチ訳ギ仇の

ハ濡迦の。＄譽鮖ｉ細臘'１’す訳斗ｌ
ドるが（ﾘド忠察（ｋ（'|：録のの、
ルこ忠でい官民〉|《'｜を判言そ
はと災の１１１は族決：''１例葉れ

ぎビ鯛_\pli；
イを（こ（!（
ギ述す述

'」べく洲とのがろ』し雛わの

蝿Ｍｌｊ殿￥ｉＨ
スたて（!；
よ。をは
り逝伝

ネ1KⅦ'Ｕ,42淵も訳’''１

低し;,【、解。件て古。Ｈ
〈大拠までたでよ段１４１つ

だ：ポは：朧Ａた
なとに
つ

￣ジｈ'’

1Ｊ．＝’ 

た将た確かオＬＪＬとの文ポ

経Ｉｉｉｉｆ繩ｊ
◎ 

しる
そさと
れえし
をすて

“＃１ｋ５ＲＷ公めれ、

ぐばⅡⅡの述迦族るて、１１１
，１１Ｉでべこの゜は人アっ

て具訴す、た共、ｌＨ７
いべ引取犯体訟忠溌力
く的法て続調者尖〉jll冒正
つに二のきべと｜この。[ｉ
も当七発証をと皿激へ
の時○言言受も訳しポ

ｋＥｉ 戒の条を台げに
判’''１にノ１１Ａに、鉄
が 答よ実立ｌ１ｉｉｉ［旨の巴

、

（
２
）
 

一
九
四
七
年
の
シ
ビ
ア
珈
件
は
、
切
椛
ｎ
Ｍ
的
の
化
居
佼
人
で
原
稀
で
懲
役
二
年
六
Ⅱ
加
に
処
せ
ら
れ
た
珊
件
で
あ
る
。
被
告
人
の
シ
ビ
ア

第
四
節
南
ア
フ
リ
カ

法
学
志
林
鋼
八
十
七
巻
蛎
川
リ

三

１１リ
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間を伝事はた剛；ツ逮ぼれｒｊｉ審は
証持’''１こ件、。（''二もチ’,,ｉ続すたを，Ｍ１、
拠ち証れ判こ}ﾉﾐはうエ後い亜内売手馴
排、拠ら決れ廷、一J（にて大汽つ続（１：
除ｉｌｎののにをに倉件（''：、、なはたき発

＃法訳ルトリ照ノハは,,,ｉの判ｊｍ－誤、この，,ミ
を１１リの難決ら礎、か一決訳ノＬＯ記ｆﾉ，段の
；馴萸jiiキIミＭ：乳締些縦洲三
ろ用す破じ、三り窃二例7,ｉｆ,皇断よのら二

樅はるすて水ハに総ｲ'ﾐとさのしれ;''；、＃
:耐''1“州鴬で紐￥うてば鯏艤

i鱗i蝋騨
鮒灘Ⅷ鷺澱
;11{蝋蕊繊
勵嚇ｆ'職鰯''１Ｍ！
’ii1I1l1liii湘紳紬は脈亦
直法決、スｎつののこかを巡
りの’２１ｉｕｉ（喚てズ''１でれ、証人

；iｉｆはボリｉｉ
で半身訳，さ、
あへ背に人ルれ通
る且がいの州な訳な。シをるた
｡Ｕ'’わＡ１（のかをか公ビ通たず
えせ災奴つ皿つ判アこめに
るれ’１'：判たこた廷のてに故
よばの所・て。でノムノｋ、判

三う、冠はり;（、ノ」（は判判彼に
ｌｉな多ｌ'「、審英判、に〃ｉに臨
厳数でZ、の語所彼影に，,１１み
榴のもツ故には告孵伝題、
な言つチ判な、人をえの予
伝語てエ所つムの及ら衣伽

Hosei University Repository



他めのとので紋で調
局一に祷さ証き背に謀ア
反ノＬ、Ｗｊれ言なへ11,.はメ
の二なはるとい（）く伝リ
'''’五おや)'１１はとし一ｌＩｌｌ力
でイI：、や率いす被ノＬ：11；の
行にオテ迎璽)；える告’１１拠ノiｋ
つ起二|ユい件ず判人紀と）卜|’
たきのがの、例のかし所
そたり「、多ｉＵｍが言らてで
の、例いく訳あ葉、｜ルは
物モをずはをつ～がｊｕＤ除、
１W，ル検れ、介たこIM1iil（さ皿
に上討に一〈I：゜解のれ訳
Ⅲ１ネしせ九さ｜:Ｉでつるを
すのてよ’ｌせ分きいと介
ろ密おこ紀てのたメこい庇
会輪きの後知Ｆｌ１な取うさ
３１１ｉ二|「たｍ２ｌくつ解ら調判へせ
の（'|：いでかたでばく例した
１９の・もら内き￣でが捜
存裁、二祥なが得あｉＩｆ
を判こ○はいiill;ら０段
Hillでの’１１伝ｉ割「人れ、階
(虹は１Ｗ紀ｌｌｌｌ葉にたこの
局、ＩＵｌ前iilliでな被れ供
艮英主半拠語つく!『が述
に語でｌこでらて人、噸
証が （こかあれその巡の
言で｣（けるたの供邦扱
さき水て、内真述〃くい
せな的のと汽実を、は
たいにもすを｜'|：記川放
こ彼はのるｉｉＩ１ｉを録〃〈判
とf1illllで）トリ言直しの所
が人Ｍｎあ例す誓た収の
、が がろもるしノ刀哉
伝郵ｉｆｏ１Ｉ｢へこな’に最
''１１（uｉ沢Ｌもい』とい卜共，権
iillミルi）し事ｏＩｉｌｌＪはｊＵｉの
拠にて４|ｉ今、り、し行
と１両Iい件ｌ１１ｆｌｉｉｌＩｉｊｕ】た使
さｉｉｉろで、ら拠訳111（の
れへさ。のこのと背ｌｌｌｌｌｌｌ’
たＪせし扱う体したと題
・たかいし験ていなで
二者しにたに川しつあ
ｲﾉｌを、ｌＨ１ＩｌＩ１ノ!（いノてろ
の迦参す趣づる｜ぃが
ナじ労るでくこ卜ろ、
パての先先ｎ)ｉとの。供
水郷た例例尖は記す述

－、グー、￣、〆戸、〆へ

５．１〔１２１
－戸、＝グ、ゴプ～〆～グ筋

五
節
ア
メ
リ
カ

法
学
志
休
第
八
十
七
巻
第
四
号

元
図
く
・
冨
貝
９
句
・
］
①
怠
少
・
ロ
、
『
凸
・

”
の
〆
ご
・
ｍ
一
ケ
国
・
］
④
台
（
い
）
⑫
．
シ
・
巴
（
シ
Ｃ
）
・

幻
・
く
・
冨
鼻
直
厭
い
一
．
ご
い
い
（
い
）
⑪
．
シ
・
乱
（
弓
）
・

宛
・
く
．
三
・
【
一
○
一
宮
．
ご
周
（
い
）
、
．
シ
・
】
日
（
『
）
．

⑫
向
く
シ
ｚ
Ｃ
圏
三
両
幻
葛
向
・
ワ
ョ
筥
○
河
冨
隅
．
、
ぐ
Ｂ
同
Ｚ
ｎ
、
．
ご
塵
▽
・
』
⑰
Ｐ

一
一
ヱ
ハ
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言
葉
の
通
じ
な
い
荷
同
士
が
合
意
し
て
、
一
人
の
門
に
通
訳
を
依
緬
し
た
場
合
に
は
、
迦
訓
の
現
場
で
通
訳
打
が
諮
っ
た
内
行
は
、
川

当
事
者
が
自
ら
語
っ
た
も
の
と
し
て
扱
う
と
さ
れ
た
例
が
あ
る
。
肱
胎
非
の
放
判
で
、
英
語
し
か
剛
解
で
き
な
い
行
と
フ
ラ
ン
ス
語
し
か

で
き
な
い
背
の
会
話
を
通
訳
が
介
在
し
て
進
め
て
い
る
の
を
小
耳
に
は
さ
ん
だ
者
（
フ
ラ
ン
ス
語
し
か
理
解
で
き
な
い
）
の
証
言
が
認
め

（
７
）
 

（
８
）
 

．
じ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
翻
訳
さ
れ
た
内
祥
が
供
述
行
水
人
の
も
の
と
み
な
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
や
や
特
殊
だ
が
、
通
訳
を
介
在

さ
せ
た
麻
薬
取
引
の
共
謀
罪
が
問
題
と
な
っ
た
一
九
七
四
年
の
裁
判
で
は
、
共
謀
者
間
の
会
話
に
も
エ
イ
ジ
ェ
ン
ト
理
論
が
適
用
さ
れ
て

第
二
に
、
特
段
の
珈
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
通
訳
が
正
確
性
を
証
言
す
る
こ
と
で
、
伝
聞
証
拠
と
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
。

一
九
三
二
年
に
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で
起
き
た
ヘ
ス
ヶ
ッ
ト
事
件
は
、
川
人
囚
簡
皿
官
で
あ
る
よ
う
に
装
っ
て
日
本
人
の
川
稼
ぎ
労
働

者
か
ら
金
銭
を
だ
ま
し
取
ろ
う
と
し
た
事
件
で
あ
る
が
、
被
害
者
と
は
別
の
日
本
人
が
証
人
と
な
り
、
被
告
人
が
五
○
○
ド
ル
を
要
求
し

た
と
皿
訳
者
が
被
需
者
と
話
し
て
い
る
の
を
小
皿
に
は
さ
ん
だ
こ
と
が
あ
る
旨
を
証
言
し
た
。
こ
の
証
拠
は
伝
聞
で
あ
る
と
主
帳
さ
れ
た

裁
判
を
受
け
る
権
利
と
皿
訓
を
求
め
る
椛
刊
（
江
橋
）

三
七

族
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
叶
年
に
よ
る
、
一
九
二
几
年
の
列
巾
抵
捌
未
遂
珈
件
で
は
、
通
訳
を
介
在
さ
せ
た
取
調
べ
で
被
他
、
人
ら
は
日
供
し
た
と

（
５
）
 

す
る
副
シ
ェ
リ
フ
の
証
一
一
局
が
伝
聞
証
拠
と
さ
れ
た
。

た
だ
し
、
こ
の
原
川
に
は
い
く
つ
か
の
例
外
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

第
一
に
、
取
調
べ
に
際
し
て
、
彼
疑
祈
、
証
人
の
側
が
自
ら
私
選
の
通
訳
人
を
伴
っ
て
川
噸
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
汕
訳
の
発
言
は
、

民
事
裁
判
に
お
け
る
代
理
人
の
発
言
と
同
じ
に
扱
わ
れ
、
本
人
の
発
言
と
同
一
視
さ
れ
る
。
す
で
に
他
の
同
の
例
で
み
て
き
た
エ
イ
ジ
ェ

ン
ト
の
皿
論
で
あ
る
。
こ
の
粉
へ
川
に
は
、
供
述
綱
沸
は
、
英
語
で
舗
問
に
脳
じ
て
い
る
も
の
の
川
北
Ⅱ
と
同
じ
扱
い
を
す
れ
ば
よ
い
こ
と
に

（
冊
）

〈
＆
ブ
Ｃ
ｏ

し､

るT
ｏ－Ｐ 
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鳩
合
な
ど
も
こ
れ
に
あ
た
る
。

第
川
に
、
こ
う
し
た
洲
諜
緬
を
、
発
言
内
祥
の
立
証
以
外
に
仙
川
す
る
こ
と
が
杵
さ
れ
る
。
一
九
六
九
年
の
タ
イ
ジ
ュ
リ
ナ
那
件
で
は
、

被
告
人
は
公
共
の
集
会
で
ス
ペ
イ
ン
語
で
減
税
し
、
こ
れ
が
哉
判
所
の
公
判
前
の
命
令
に
反
す
る
と
し
て
、
法
廷
侮
辱
非
に
問
わ
れ
た
。

故
判
で
は
、
染
会
を
取
材
し
て
い
た
新
川
犯
行
で
ス
ペ
イ
ン
語
を
皿
解
し
な
い
背
が
証
人
と
な
り
、
隣
に
い
た
ス
ペ
イ
ン
語
の
で
き
る
縛

察
官
に
教
え
て
も
ら
っ
た
揃
説
内
容
を
証
言
し
た
。
裁
判
所
は
、
裁
判
所
の
命
令
に
反
し
て
集
会
で
減
税
し
た
と
い
う
事
実
を
立
証
す
る

（
川
）

那
人
で
あ
っ
て
、
減
税
内
容
を
肥
確
に
知
る
た
め
の
証
人
で
は
な
い
の
だ
か
ら
と
い
う
皿
川
で
、
こ
の
誠
（
．
、
を
認
め
た
。
こ
の
ほ
か
に
も
、

た
と
え
ば
被
疑
背
や
証
人
の
行
な
う
法
廷
で
の
証
言
の
億
級
性
に
つ
い
て
の
一
価
の
弾
劾
証
拠
と
し
て
以
前
の
供
述
の
翻
訳
を
使
川
す
る

法
学
志
休
第
八
十
七
巻
第
四
号

三
八

が
、
奴
判
所
は
、
こ
の
点
で
は
さ
ら
に
皿
訓
本
人
も
証
人
と
な
り
、
そ
の
よ
う
に
話
し
た
と
認
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
Ⅲ
本
人
の
証
一
言
は

（
叩
）

補
強
証
拠
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
、
証
拠
排
除
を
行
わ
な
か
っ
た
。

や
や
古
く
、
一
九
○
一
年
の
耶
件
で
は
、
イ
タ
リ
ア
語
を
解
す
る
彼
疑
打
の
取
調
べ
に
際
し
て
、
英
語
の
賦
川
が
イ
タ
リ
ア
語
に
剛
訳

さ
れ
、
イ
タ
リ
ア
語
の
回
雰
が
英
語
に
翻
訳
さ
れ
、
そ
の
経
過
が
英
語
で
記
録
に
残
さ
れ
て
い
る
。
裁
判
所
は
、
皿
訳
人
が
童
黙
し
て
、

（
Ⅱ
）
 

忠
実
に
す
べ
て
の
言
蝋
を
翻
訳
し
た
と
証
言
叩
し
た
の
で
満
足
し
た
。

第
三
に
、
通
訳
内
容
の
真
実
性
を
担
保
で
き
る
特
別
の
瓢
愉
が
あ
り
、
そ
れ
を
証
拠
と
し
て
仙
川
す
る
特
別
の
必
要
性
の
あ
る
場
合

は
、
例
外
的
に
許
行
さ
れ
た
も
の
が
な
い
で
は
な
い
。
一
九
八
○
年
の
オ
レ
ゴ
ン
州
の
事
件
で
、
放
判
所
は
、
聴
覚
障
害
で
発
市
川
雌
者

（
Ｍ
》

が
手
話
通
訳
を
介
在
さ
せ
て
野
察
向
に
←
、
な
っ
た
夜
間
の
窃
盛
の
自
供
の
証
拠
能
力
を
認
め
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
例
は
ご
く
稀
で
あ

ろ
０ 

（
１
）
巡
川
法
の
判
決
は
、
扉
一
一
〔
研
く
．
ご
・
⑪
．
（
ご
い
い
）
①
『
＆
⑭
囲
・
。
『
。
：
急
・
で
三
國
」
の
一
つ
三
閏
。
“
ソ
三
・
「
天
の
別
（
】
の
『
】
）
団
②
詞
・
切
目
己
っ
・
国
場
・
上
引
切
円
ュ
山
】
凶
．
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法
廷
通
訳
に
つ
い
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
先
例
は
、
捜
在
皿
訓
の
場
合
と
川
じ
よ
う
に
少
な
い
。
し
か
し
、
い
く
つ
か
の
先
例
を
通

じ
て
、
今
日
で
は
、
次
の
よ
う
な
三
点
の
原
則
が
確
立
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

殿
判
を
受
け
る
権
利
と
通
訳
を
求
め
る
権
利
（
江
檎
）

三
九

第
二
章
法
廷
通
訳
制
度
の
諸
問
題

川
法
の
判
例
は
多
数
に
の
ぼ
る
。
少
：
。
【
画
【
一
・
ヨ
ン
ュ
ョ
ー
い
い
一
ヶ
一
一
一
【
く
。
｛
弓
・
鯛
ニ
ョ
◎
ミ
（
〉
：
。
ｍ
『
。
ご
碩
両
〆
５
）
且
－
３
－
⑫
臼
【
の
ョ
⑦
。
〔
三
目
烏
〔
。
．
。
「
一
つ
で
『
９
２
８
．
（
・

三
百
・
ソ
ソ
日
す
『
・
匡
館
ラ
：
芦
。
［
。
ｓ
『
・
【
・
『
・
】
ど
Ｆ
丙
舍
ず
ろ
一
の
．
Ｓ
巴
・
を
参
照
せ
よ
。

（
２
）
勺
の
《
》
つ
一
ｍ
『
・
Ｆ
ｍ
ｍ
司
昌
。
（
」
眸
唾
Ｃ
）
。
』
ｏ
四
一
・
Ｊ
い
『
。

（
３
）
⑪
一
三
ｍ
己
。
『
◎
．
碗
Ｆ
ｏ
ｏ
。
（
巳
】
の
）
い
の
丘
ロ
ゴ
。
⑭
凸
“
・
］
い
②
や
．
い
い
い
・
○
画
『
Ｑ
ｐ
く
・
の
【
員
①
（
一
℃
い
い
）
一
切
②
Ｚ
の
ワ
．
α
凶
・
の
⑭
Ｚ
三
日
」
］
。
】
。

（
４
）
穴
皀
一
ｏ
娘
く
・
口
・
凹
・
（
こ
い
、
）
＠
句
い
」
い
の
、
．

（
５
）
目
ゴ
ロ
一
色
。
『
『
句
旦
己
．
⑪
日
（
の
。
（
】
⑫
い
⑪
）
い
の
シ
『
一
Ｎ
，
公
的
・
い
ぃ
い
で
。
②
⑭
。
．

（
６
）
前
掲
挑
（
１
）
シ
：
○
日
二
・
コ
・
ロ
・
】
・
目
。

（
７
）
（
〉
○
ヨ
ョ
。
：
－
２
－
ら
く
・
ぐ
・
酢
の
（
』
匿
い
）
』
巴
巨
色
脇
・
患
い
・
愚
呂
山
ぷ
い
．
な
お
参
照
、
ｍ
ｃ
－
ｃ
ｍ
－
牙
。
（
〕
一
色
：
一
二
一
（
】
の
⑭
凸
）
３
Ｑ
一
・
少
弓
．
Ｓ
】
・
圏
坐
や
．
『
『
『
。

（
８
）
前
側
注
（
１
）
少
。
。
。
【
量
Ｃ
。
．
ご
・
Ｓ
⑭
凸
．

（
９
）
ｑ
・
い
・
く
．
⑪
目
冒
。
“
・
〈
】
３
△
）
⑨
９
句
い
ユ
『
Ｓ
・

（
川
）
エ
の
い
汀
【
【
『
・
ロ
。
⑰
．
。
（
Ｓ
憩
い
）
い
“
司
晒
。
②
＠
『
，

（
Ⅱ
）
ｎ
．
３
３
．
ヨ
ヱ
２
－
【
ず
ぐ
．
⑭
ｓ
ゴ
ー
。
（
ご
Ｓ
）
弓
『
筥
羨
ソ
．
い
い
＠
．
Ｊ
ｍ
Ｚ
ｎ
Ｓ
Ｂ
・

（
尼
）
⑫
［
員
の
く
．
Ｆ
の
『
「
の
コ
ゴ
コ
コ
（
］
場
つ
〉
▲
『
〔
澪
●
．
シ
つ
つ
・
』
旨
○
・
日
の
勺
Ｅ
ｍ
Ｃ
ｍ
・
后
鈩
Ｆ
”
△
ｓ
】
ｃ
ｃ
や
．

〈
⑬
）
ロ
・
い
・
く
・
弓
｝
希
『
－
３
．
（
】
②
Ｓ
）
と
い
司
囲
の
①
】
。
、
シ
肝
冗
句
＆
＠
圏
．

第
一
節
イ
ギ
リ
ス
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（
５
）
 

こ
れ
が
、
一
九
一
五
年
の
控
訴
院
栽
判
所
の
リ
ー
・
ク
ン
事
件
判
決
で
あ
る
。
彼
小
口
人
の
リ
ー
・
ク
ン
は
、
小
国
系
の
外
国
人
で
あ
ｈ
ソ
、

英
語
を
理
解
し
な
い
。
彼
は
殺
人
事
件
で
起
訴
さ
れ
、
有
罪
と
さ
れ
た
。
第
一
瀞
の
公
判
廷
で
は
、
在
廷
し
た
弁
誕
人
か
ら
と
く
に
証
拠

こ付ｌｉｄでの
そのけ伽はの一こ
うよらし、、九の
しうれて聴弁’1tよ
たにて皿覚護紀う
な、いへ訳陣人のな
か判るユさ害が半解
で例・せ＿と通ば決
、法した９発訳、に
今」名か。；ｌｉを一ｆｌｌ
Ｉ１はし－.llJi（法八述
まと､八害廷六す
でく－七の内四る
先に八六被に年ま
例ｌﾘｌセイl；告常ので
と確六の人時殺の
さな年べに配人〉卜１１
れ原のル対置事例
る’111、ニドしし（！'：を
よに公’てての０１１
うな海人、彼公111
につ上一女こ告判に
なてで’'１１れ人でで
ついののはらはは

たな殺殺弁と、あ
iiiか人人謎の我る
製つのｇｌｉ人意｝ドリが
なた弁（'|：が思所検
判の讃公付疎に討
決で人判い通よし
があのでてにるて
11ｌろ付はいあ311；お
さ。い、たて拠こ
れたこ成るのう
た載れ判こへ。
０ 

判（）でとス
こで弁あがく
れ｜i灘つ許イ
に、人たさソ
よ証がのれ＿語
つ 拠（､｜だた_Ｌ￣
てのいが。皿

通た、ま訳
、

． 訳ノ＆ノ＆たは
モ｜i判fll、な
ンなだ所同さ
ロ さつがイドれ

れ土手のな
が たがTi11iBlIか
樅かｊｕｊｊｍのつ
'''１つ－１〈ｉＶ１ｌ故た
さた」がを鞘｜も

｡ 

れ
た
の
で
あ
る
。

あ
る
が
。

法
学
志
林
第
八
十
七
巻
第
四
号

四
○

第
一
に
、
弁
護
人
不
在
の
法
廷
で
は
、
法
定
通
訳
を
必
ず
配
置
し
て
、
す
べ
て
の
証
言
、
証
拠
を
翻
訳
し
、
被
告
人
が
理
解
で
き
る
よ

う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
放
判
所
の
稚
務
で
あ
り
、
怠
っ
た
場
合
に
は
、
被
告
人
の
在
廷
樅
、
反
対
尋
問
樅
の
侵
諜
と
な
る
。

第
二
に
、
弁
誕
人
の
付
い
て
い
る
法
廷
で
は
、
被
告
人
側
か
ら
要
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
法
廷
通
訳
を
配
紐
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

要
求
の
な
い
場
合
に
も
、
奴
判
所
は
法
廷
通
訳
の
必
要
性
に
つ
い
て
常
に
配
幽
し
、
職
椛
で
配
樋
す
る
こ
と
も
あ
る
。

第
三
に
、
法
廷
通
訳
の
費
川
は
公
凹
負
担
で
あ
る
。
た
だ
し
、
被
告
人
側
で
別
に
私
費
で
私
選
の
通
訳
人
を
孫
川
す
る
こ
と
は
向
山
で
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あ
る
か
ら
。

人がをさ判の１２１
に、省れ英所擁場己弁
１１１１知略ろ語はiilii合を護
解識で必を、瀞｛よ防人
で不き要Ⅱ１１あ哉征御は
き足るが解わ》トリ廷す、
る、。あしせ所椛ろ控
よ小しるなてはのこ詠
う心か。い、、放と霧
に、し被外ＩＭＩ水災がで
す［ｌ、〈'了国題（'|：がで、
す巳英人人点の認きこ
んの語ががにｊ勤めなれ
で利のiiilH被関合らいが
努ｉｌｉＩ１ｌ１ｌｍ告すにれか被
ﾉノヘ解の入るはなら告
すのが一の奴原いで入
る）１１（な部裁判審のあの
必棚いを判所ノ＆だろ在
要符被Ｉｌｌ１での〕卜|｜か。廷
がな告解、考所ら１１;〔権
あど人し弁えの、瀞を
るかはて護力殿ノ０ｔで害
・ら、お人を１１（判法し
彼法適Dの、樅所廷た
くし『廷ｊ１ｉ、付要のは通と
人jlnに通い旨行職訓主
のｉｿ〈樅訳て次使樅を張
椛の利をいのにで論し
利’'１を望なよ課川求た
のｉＭｉ主まいうり怠し。
保を張なとにはすな証
謎怠しいき広なるか人
とつたとは〈か幾つの
公てりＩ|’、教つ荷た言
ilHぃ放し法示たがと葉
なる粟立延しとあしが
司」ルしてにたしるてｌＩＩ１
法合たた提・て・も解
のでりとH１弁、で
執６できさ誕総き
行、きはれ’''１Ｊ１１な
は奴な、たのない
い）|(りい放す］｛ら被
す所・判ベ リビば告
れＩｉそ所てをと人
も、このの退も｜土
公iilliで判証けか、
11t拠、肌拠たく在
なが彼でが。、廷
の披くｉｉｉ２，通ｌｎ１瓶し
で〈!『人訓訳奴ＪＩ１て

刑
事
裁
判
の
被
告
人
に
在
廷
権
が
保
障
さ
れ
る
の
は
、
自
己
に
不
利
な
証
拠
を
見
聞
し
、
そ
れ
に
応
答
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す

る
た
め
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
在
廷
樅
は
、
単
に
物
皿
的
に
彼
呰
人
が
法
廷
に
居
る
と
い
う
だ
け
で
は
不
十
分
で
、
進
行
し
て
い
る
手
続
き

を
剛
解
で
き
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
被
告
人
に
精
神
障
害
、
聴
覚
障
害
、
発
声
障
害
な
ど
が
あ
り
、
自
己
の
防
御
が
で
き
な
い
場
合

収
判
を
受
け
る
椛
利
と
皿
択
を
求
め
る
樅
川
〈
加
隅
）

川
一

の
中
川
語
へ
の
皿
択
は
要
求
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
中
国
語
訳
の
な
い
ま
ま
に
判
決
に
至
っ
た
。
（
し
か
し
、
こ
の
弁
幾
人
は
起
訴
手
続

き
の
段
階
で
も
立
ち
会
っ
て
お
り
、
後
に
公
判
廷
に
提
川
さ
れ
た
証
拠
航
と
同
じ
も
の
が
、
そ
の
と
き
に
は
中
国
語
訳
さ
れ
て
い
る
と
い

う
事
怖
も
あ
る
）
。
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一
般
的
に
は
、
川
耶
彼
呰
人
に
は
、
ｂ
ｏ
－
】
８
８
局
目
８
円
臼
・
胸
仇
の
段
階
で
証
拠
の
通
訳
が
お
こ
な
わ
れ
る
の
で
、
そ
の
後
の
公
判
廷

の
段
階
で
は
仰
度
の
通
訳
は
必
要
な
い
。
し
か
し
、
公
判
の
段
階
で
提
川
さ
れ
た
新
証
拠
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
弁
誕
側
の
嬰
求
が
な
く

と
も
、
鋭
利
所
は
通
訳
を
手
配
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
が
リ
ー
・
ク
ン
事
件
判
決
の
付
子
で
あ
る
。
こ
の
判
決
が
、
そ
の
後
先
例
と
し
て
通
川
し
て
今
日
に
盃
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
立
場
は
、
す
で
に
細
介
し
た
よ
う
に
、
弁
識
人
不
在
の
法
廷
で
は
裁
判
官
が
法
の
適
正
な
執
行
（
且
ヨ
ー
コ
一
切
§
二
・
コ
。
（
」
ロ
晩
［
一
・
の
）
の

全
責
任
を
お
う
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
裁
判
所
と
し
て
は
、
被
告
人
と
い
う
も
の
は
法
の
知
識
や
経
験
が
足
り
な
い
た

め
に
自
ら
の
権
利
を
十
分
に
守
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
奴
判
所
が
通
訳
を
手
配
し
て
、
被
告
人
の
在
廷
権
、

す
る
も
の
で
あ
る
。

いでｆＵＩ１は際なに
う常統蛤、１Ｎにとは
－にきⅡヴ弁難は、、
点皿のに識な、Ｈｌ１陪
で訳’１１弁人のハョ解帝
あをで；i山がは廷のの〃ｉ

§@|Ⅶギガ儲鱗
当る人〃《す護ＩｌＵのに仲
裁蛾Ｉ|リ廷る人し通よ；､１
判判がｊｕｊまのて切つ八
所官ｊＩｌｊ訳で付｜Ｎたて十

七

'｛Ａ郷liⅦ班晶繼
lﾘ}ろ削否訳訓ｉｌｌｌｌがが刻
示。まをを件題：隊退’''１
の緒な’１１｜しではじけ号
放局いいた法生らら
葉、こ、く延しれれ
がすと不て通ななる
なべをＩＨ｛よ訳いけ。
いてＩﾘｌといの。れ日
限の示符こ１１１とば己
Ｄｌ易しえと論いなの
常合たたにがうら防
にに部Ｉルななのな御
通共分合つかはいが
訳迦以にてつ、・で
すし外ｊｕｉいた法もき
るては訳ろと廷つる
とい〃ｉ抜・き’ことと
いろ廷きこでｉｌＢも判
うのｊｍでれあ１１１、断
実ＩｉｉＪ〈手にろさ英さ
務、を統従。れ語れ
が弁使きう先ろのた
よ識うを戒例証Ｆ'１場
００１１奴進判と拠解合
安が｜<１１行官なはでに
全弧'１:くさがるすき６
でめもせＨ１判べな、
、ばいる当例てい手
よ必れ奴おは皿外話
りずば判D存訳風、
賢法、１キイ、イl？さ人鞭
明廷放bましれの談
で通災いたなる戒、
あ訳をる、いの判合堕
るが認。公。ででＩＸ１
と付Ｍ〕さ判突あは、
\１１〈なら廷務ろ、ｊｍ
Ｗｉといにので。災訳

、
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は
見
あ
た
ら
な
い
。

（
１
）
 

ま
ず
、
公
判
廷
で
証
人
は
母
語
で
証
言
す
る
権
利
が
あ
る
か
ど
う
か
が
問
題
で
あ
る
。
一
九
六
一
二
年
の
フ
ィ
リ
オ
ス
躯
件
は
、
道
路
を

通
行
し
て
い
て
被
止
叩
の
迦
柾
す
る
自
釛
車
に
は
ね
ら
れ
た
ギ
リ
シ
ャ
人
の
原
併
が
起
こ
し
た
民
事
楓
需
賠
仙
訴
訟
で
あ
る
。
原
告
は
、
法

廷
で
ギ
リ
シ
ャ
語
で
の
証
言
の
詐
可
を
求
め
た
。
第
一
瀞
奴
判
所
は
、
こ
れ
を
獅
定
的
に
炬
祈
し
、
と
り
あ
え
ず
英
語
で
証
言
す
る
よ
う

に
命
じ
た
。
原
告
側
は
、
控
訴
審
で
こ
れ
を
問
題
に
し
た
が
、
控
訴
審
裁
判
所
は
、
通
訳
の
使
用
に
よ
っ
て
、
証
人
の
証
言
態
度
や
証
言

雄
判
を
受
け
る
権
利
と
通
択
を
求
め
る
樅
利
（
江
鵬
）

四
三

反
対
尋
問
権
を
擁
護
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
弁
護
人
が
付
い
た
裁
判
で
は
、
被
告
人
の
権
利
を
擁
護
す
る
の
は
弁
護
人
の
任
務
で
あ
っ
て
、
成
判
所
の
任
務
で
は
な
い
の

で
、
弁
遡
人
の
叩
し
川
を
待
っ
て
皿
訓
を
付
け
る
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
彼
倍
人
に
付
け
ら
れ
た
法
廷
通
訳
の
批
川
は
、
そ
の

他
の
成
判
執
行
の
経
世
と
ｎ
じ
ょ
う
に
、
公
凹
負
担
で
あ
る
。

（
１
）
幻
・
冤
卜
罠
。
。
“
。
（
易
露
）
９
９
２
。
（
〉
１
３
６
〔
・
馴
酔
で
…
？
ｓ
９

（
２
）
幻
・
く
・
呼
互
：
．
（
〕
急
△
）
患
、
毎
コ
一
・
ロ
ー
ョ
Ｃ
・
郎
咳
咳
・
で
磨
円
団
噛
困
・

（
３
）
宛
．
ご
・
ロ
〆
す
－
画
；
（
勗
忍
）
『
①
９
コ
《
．
。
『
一
日
Ｑ
鰡
鮠
刃
一
…
・
富

（
１
）
（
§
の
）
蟹
９
口
（
．
、
臥
副
．
Ｑ
・
い
§
・
勺
・
月
引
・
砂
『
．

（
５
）
司
穿
耐
ズ
ー
コ
晩
く
・
Ｆ
３
尻
目
・
〆
旨
窃
呼
。
。
ゴ
目
。
（
】
六
・
ｍ
・
い
§
・
［
ご
Ｚ
‐
』
Ｊ
］
シ
一
一
隠
冗
８
．
８
“
．

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
も
、
法
廷
通
訳
の
採
否
は
、
彼
俗
人
の
権
利
の
問
題
と
し
て
検
討
さ
れ
る
よ
り
も
、
奴
判
所
の
蛾
賦
椛
の
範
Ⅲ
内

の
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
伽
向
が
強
い
。
コ
モ
ン
ロ
ー
諸
国
の
先
例
が
判
例
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
川
で
独
自
に
苑
屈
し
た
判
例

第
二
節
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
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判
示
し
た
。

ま
た
、
一
几
六
三
年
に
は
、
勤
務
す
る
ミ
ル
ク
会
社
の
冷
蔵
寵
で
転
倒
し
て
背
中
を
紺
め
た
従
業
ｕ
が
、
床
が
柵
り
易
く
な
っ
て
い
る

（
２
）
 

の
を
放
樋
し
た
会
社
の
過
失
返
皿
征
を
追
及
し
て
脳
銀
Ｍ
賠
倣
訴
訟
を
起
こ
し
た
。
第
一
群
の
戒
判
官
は
、
会
社
側
の
証
人
が
、
母
語
で
証
言

し
、
通
訳
に
馴
訓
さ
せ
る
方
式
で
の
証
言
の
許
可
を
求
め
た
。
奴
判
所
は
、
証
人
の
英
語
が
証
言
を
行
う
の
に
十
分
で
あ
る
と
判
断
し
て

英
語
で
の
証
言
を
命
じ
た
。
同
時
に
、
裁
判
官
は
、
法
廷
通
訳
を
川
意
し
て
、
証
人
の
理
解
で
き
な
い
一
一
一
一
ｍ
葉
に
つ
い
て
部
分
訳
を
さ
せ
る

こ
と
に
し
た
。
実
際
、
証
言
の
間
に
、
と
き
ど
き
汕
訓
が
必
喫
に
な
っ
た
。

擁
訴
審
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
高
等
裁
判
所
の
椅
轄
で
あ
っ
た
。
会
社
側
は
、
母
語
で
の
証
言
を
認
め
な
か
っ
た
違
法
を
問
題
に
し
た
。

し
か
し
奴
判
所
は
、
句
三
・
明
く
。
ｇ
・
「
一
：
。
蛎
件
判
決
を
Ⅵ
川
し
つ
つ
、
証
人
の
母
語
で
証
言
す
る
椛
利
な
る
も
の
は
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、

瓢
柄
は
栽
判
所
の
訴
訟
指
抑
の
奴
壯
椛
に
脳
す
る
と
し
て
退
け
た
。

（
１
）
薊
一
目
ご
・
罠
・
「
一
目
」
（
】
〔
園
）
・
巴
葛
・
Ｚ
．
（
ｚ
⑫
。
諄
『
・
）
ｇ
〕
．

（
２
）
ｏ
醤
一
一
尾
司
竺
「
３
３
．
９
「
・
月
「
響
ラ
・
句
筥
二
天
Ｑ
卜
ａ
・
菊
・
抄
β
昌
一
冒
幽
（
ご
＄
）
・
』
Ｓ
Ｏ
Ｆ
・
幻
・
勘
．

法
学
志
林
節
八
十
七
巻
飾
円
咄

叫
叫

の
ス
ピ
ー
ド
、
言
い
よ
ど
み
や
た
め
ら
い
の
態
度
な
ど
、
陪
瀞
が
く
み
取
る
こ
と
の
で
き
る
要
素
が
失
わ
れ
る
こ
と
、
英
韮
叩
が
か
な
り
分

か
っ
て
い
る
孤
人
の
場
合
は
、
反
対
尋
問
を
理
解
で
き
な
い
と
ウ
ソ
を
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
迦
訳
が
翻
訳
し
て
い
る
川
に
自
己
の
証
言

の
作
戦
を
練
り
Ⅵ
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
な
ど
の
弊
評
も
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
法
廷
皿
訳
の
仙
川
が
術
に
望
ま
し
い
も
の
で
は
な
い
と

こ
の
国
で
も
、
イ
ギ
リ
ス
の
コ
モ
ン
ロ
ー
の
先
例
は
判
例
と
し
て
壷
要
視
さ
れ
る
。
だ
が
、
今
日
で
は
、
数
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い

第
三
節
カ
ナ
ダ
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調Ｉ|’災ｊｌｌでつしと）Ⅲ人が
たベカし際ｉｊｌに側（て、死彼法で－、
がたナ立に統変ツ|ｌいりＡ）|リイ!；二起九そ
、＿ヒダて第きⅢをた在で人○訴六れ
こで肢たこ、し三'2ここあは六さ九を
の甲高、級弁た張とこる控条れ年充
Ｉｌｉｌし蚊と殺誕こし、歳と師へ、の腿
の立はい人人とて弁でいし二当ブさ
(（て、うにが、い遡あわ、￣Ｗｊｐせ
衣を蚊事諏１１１■段た人るれ擁に、ツた
的認１<１１情囚言人がにこた折よ力Ｉ（ソカ
なめ１１を変しは、水との瀞りｿﾄﾞｳナ
判るはＩﾘＩｕｉ、行弁（'|：、で〃《、をリドヘダ
例べ、らさ公つ護は犯認廷第’'１（/にの
とき波かれ判て人ノ１行めでこしで先
首で〈'『にろｉｉｉｉおかイ|モミl’た、級立は例
えあ人しとにららか時こ【１段て、が
ぱるがた無第ず、ら酒と分人て被あ
、が胆ｏＪＩｌ二、有八にをｌｉでいく!；ろ
火、訴を級彼ｊＭｌＩＨＩＷ陳第行た人・
定本の’'１段害がのつ述二罪が（」
法（'|：内し人背立ｊＩｌ’てし学を、、
での秤立のと：111だいたイＩ（Ｉｌｌ弁第
あよ、てイｉｌｉさとた。１Ｍし誕一
ろうイ丁たり'１（''１れいこ法１１ｒ立人扱
力に川！のをのるわと廷のての殺
ナ弁’'１で認よとれ、で半た1h人
ダ護し、めい死て第のノノ場言で
樅人立急た友NIIい一Ｋ１Kし合に起
利がてきほ人でた級言かはよiil下
fIrつのようで、こ〕段でた、りさ
り〔い愈迦があ〈ｊと人はい終、れ
とて味訳よつ３１１，は、こ身イ『た
lH1いすをいたを〃ｉ死彼と）[ＩｌＪｌ１が
皿るるいとこ}１１廷）１１１は、でを、
さ場とれいとしで、、節戒’'１無
せ合こてうな立イ「第第一ｉｉｉし）１１
℃はるイⅡ点どてり'１二二帝の立の
股そな談でをるを級学の余て評
|)'１のどし彼Ｉｌｌと認殺（|：弁地ろ決
さ必を、告し終め人のiiQなよを
れ要IJI！ｉｌｉ人立身ろばま人しう得
たｌｉ解｜)'１もて）Ｉｌｌとたまにとにた
、なしさ｜同’ただ死い－イ１．判な゜
一いてれ意。と）[Ｉし五）'１決つそ
几といたしいだた歳をしたの
七しる公てわとこてＩ|’た。後
三たか判いれいと学し。奴、
ｲ|：゜をでたたわな佼立）トリ第
の光（『ののれいをて官こ
り分ソ'１にでたと終なは級
アＩこを、イｊの思了い、段

（
２
）
 

－
ル
事
件
判
決
で
あ
う
。
。

蚊
判
を
受
け
る
樅
利
と
通
訳
を
求
め
る
権
利
（
江
橋
）

VｌＩ 

ｌｉ 
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な
る
。

一
①
ま
ず
、
カ
ナ
ダ
椛
利
章
典
二
条
偲
項
は
、
た
し
か
に
「
通
訳
を
求
め
る
樅
利
」
を
保
障
し
て
い
る
が
、
こ
の
椛
利
章
典
が
制
定
さ
れ

る
以
前
か
ら
、
カ
ナ
ダ
の
裁
判
所
が
法
廷
に
提
出
さ
れ
た
す
べ
て
の
証
拠
の
翻
訳
を
求
め
る
絶
対
的
な
権
利
を
被
告
人
に
認
め
て
い
た
の

（
３
）
 

で
は
な
い
。
シ
ル
ベ
ス
タ
ー
耶
件
で
は
、
グ
ー
フ
ハ
ム
奴
判
腐
の
灯
刀
な
反
対
愈
兇
が
あ
る
。
ま
た
、
ロ
ン
グ
耶
件
は
、
被
告
人
の
か
池
人

も
皿
択
を
要
求
し
な
か
っ
た
特
殊
な
事
例
で
あ
る
ｏ
な
お
、
一
九
一
兀
年
の
イ
ギ
リ
ス
の
先
例
で
あ
る
リ
ー
・
ク
ン
馴
件
判
決
が
参
考
に

述
べ
た
。

法
学
志
休
第
八
十
七
巻
第
Ⅶ
号

四
六

こ
れ
は
、
イ
タ
リ
ア
系
市
民
が
、
人
を
ピ
ス
ト
ル
五
発
で
死
に
い
た
ら
し
め
た
殺
人
事
件
で
あ
り
、
被
告
人
側
は
、
正
当
防
衛
と
彼
坐
口

打
の
挑
発
を
論
点
に
し
て
争
っ
て
い
た
。

第
一
審
の
奴
判
櫛
は
、
防
辮
ｕ
に
対
す
る
告
発
の
際
に
、
陪
審
風
の
注
意
力
を
散
漫
に
す
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
被
告
人
側
か
ら
の
皿
訳

被
告
人
側
は
、
こ
の
描
慨
が
カ
ナ
ダ
権
利
章
典
二
条
恩
項
の
保
障
す
る
迦
訳
を
受
け
る
椛
利
を
侵
害
し
、
刑
法
五
七
七
条
述
反
で
あ
る

こ
と
を
巾
し
立
て
て
控
訴
し
た
。
オ
ン
タ
リ
オ
高
栽
は
こ
れ
を
認
め
て
、
原
判
決
を
破
棄
し
、
差
し
戻
し
た
。
判
決
は
要
旨
次
の
よ
う
に

②
次
に
、
陪
稀
ｕ
に
対
す
る
併
発
の
手
続
き
が
皿
訳
を
要
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
価
接
に
扱
っ
た
先
例
は
、
カ
ナ
ダ
に
も
、
他
の
コ
モ

ン
・
ウ
ェ
ル
ス
諸
国
に
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
の
先
例
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

③
カ
ナ
ダ
権
利
章
典
二
条
恩
項
の
解
釈
に
は
い
る
。
そ
れ
は
以
下
の
通
り
の
内
雰
で
あ
る
。

「
カ
ナ
ダ
の
あ
ら
ゆ
る
国
内
法
は
、
カ
ナ
ダ
椛
利
竜
山
に
述
反
し
て
い
る
が
執
行
す
る
と
カ
ナ
ダ
述
川
議
会
の
法
休
に
よ
っ
て
明
示

的
に
宣
言
さ
れ
た
場
合
は
別
と
し
て
、
そ
の
ほ
か
の
場
合
に
は
、
以
下
に
承
認
さ
れ
、
立
言
さ
れ
る
権
利
な
い
し
自
川
を
、
廃
棄
、
縮

の
論
求
を
退
け
た
。
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（
９
）
裁
判
所
、
恭
査
委
員
会
、
委
貝
会
、
そ
の
他
の
瀞
判
所
に
お
い
て
、
手
続
き
に
関
係
し
、
当
蛎
者
と
な
り
、
な
い
し
、
証
人

と
な
り
、
そ
の
手
続
き
で
使
用
さ
れ
て
い
る
言
語
が
皿
解
で
き
な
い
と
き
に
、
通
訳
の
援
助
を
求
め
る
権
利
を
剥
奪
す
る
こ
と
」

（
１
）
 

こ
の
カ
ナ
ダ
椛
利
策
典
二
条
は
、
同
法
一
条
で
保
障
す
る
人
脈
と
側
述
し
て
皿
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
一
条
（
ｈ
）

項
で
保
障
す
る
「
法
の
前
で
平
等
で
あ
り
、
法
の
保
護
を
受
け
る
椛
利
」
が
含
ま
れ
る
。

そ
こ
で
、
言
葉
の
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
か
ら
法
廷
の
川
語
が
皿
解
で
き
な
い
も
の
は
、
皿
訳
の
援
助
を
求
め
る
権
利
を
持
つ
こ
と
に
な

り
、
こ
れ
が
否
定
さ
れ
る
と
き
は
、
刑
事
法
の
適
用
に
お
い
て
カ
ナ
ダ
権
利
章
典
に
違
反
し
て
差
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
陪
瀞
員
へ
の

告
発
は
刑
事
手
続
き
の
な
か
で
も
非
常
に
敢
要
で
あ
り
、
そ
れ
が
理
解
で
き
な
い
被
告
人
は
、
陪
瀞
員
の
注
意
を
喚
起
す
べ
き
ポ
イ
ン
ト

が
理
解
で
き
な
く
な
っ
て
自
己
の
防
御
が
川
難
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
言
語
の
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
に
よ
る
鑑
別
と
い
わ
な
け

弁
弛
人
の
つ
い
て
い
れ
ば
皿
訓
が
街
略
で
き
る
場
合
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
街
略
に
よ
っ
て
い
か
な
る
椛
利
も
剥
燃
さ
れ
な
い
こ
と
が

保
障
さ
れ
て
い
る
と
き
に
限
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
本
件
は
そ
の
逆
で
、
弁
護
人
は
、
権
利
の
放
棄
を
申
し
立
て
て
い
る
ど
こ
ろ
か
、
通

訳
を
要
求
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
、
適
切
な
行
略
の
場
合
と
は
と
う
て
い
言
え
な
い
。

④
コ
モ
ン
ロ
ー
で
は
、
背
か
ら
、
重
罪
裁
判
の
被
告
人
は
法
廷
に
出
席
す
る
権
利
と
義
務
を
持
つ
。
こ
れ
を
在
廷
権
と
い
う
が
、
カ
ナ

ダ
で
は
、
こ
の
在
廷
権
は
、
刑
法
五
七
七
条
に
よ
っ
て
制
定
法
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
件
で
は
、
同
法
述
反
の
問
題
点
が
あ
る
。

雌
判
を
受
け
る
椛
利
と
汕
訓
を
求
め
る
柿
刊
（
江
橘
）

川
し

減
、
役
犯
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
ま
た
、
廃
棄
、
縮
減
、
侵
犯
を
椛
威
づ
け
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
解
釈
さ
れ
、
執
行
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
と
く
に
、
い
か
な
る
カ
ナ
ダ
の
法
休
も
、
以
下
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
、
執
行
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

〆～

ＩＩＪ 
略
ﾐーン
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にしきぃ

鰡亨紳會鵬孟皿而弓

鮒1鯛》猟
すざニドアＩｉとに人

雛li1蕊
州Ｉ朏鯏!\i維建
脳で“繩腱〈憐。‘に

廷なし話体いに、 よ

＃iM1ii2ii1lli1i そ
{'１'《iilliW州舳ＹＩｉ＃の裁
物そば場''''手と井上；'！判の
＃棚鰄瞥yill｛公巡 公

によよはのに'M'をＭＩＪ判に
鯉iiillilWI￥ゼ全き す

すそ述陳になはて部そべ

;除ljl＃《ドドｉｉｉ廷
で不ろ同ダあ彼、一いし

をイリ゜ｉＭｌ１６Ｍ１Ｍｉ：なくにけ
、行扱ヘノｉとがをのにれ

乎旦Ⅶ'１Ｍ雌ぱ刑わ
事れな
手る条ろ三「すををら

ili：：：＄１$ 
続三［
きりｌｉ
がを

典尊ルギミZＩＬ１ＥＭｌＩｌ１ 
解きし
で、で処できく。披
きそ処罰きるく!『
るれ遇でな↓２人

よ
う
な
在
廷
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

カ
ナ
ダ
に
は
、
本
件
に
泣
接
適
川
さ
れ
る
先
例
は
な
い
が
、
以
下
の
も
の
は
側
述
性
が
あ
る
。

「
被
告
人
が
刑
事
手
続
き
を
理
解
で
き
な
い
と
き
は
、
公
訴
棄
却
か
無
罪
に
な
る
べ
き
で
あ
る
。
本
件
で
は
、
陪
瀞
は
、
被
告
人
が
皿

カ
ナ
ダ
川
法
兀
七
七
条

法
学
志
休
第
八
十
七
巻
鋼
四
冊

四

八
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⑥
以
上
を
総
〈
、
的
に
判
断
す
れ
ば
、
本
件
で
は
、
陪
審
に
対
す
る
告
発
の
手
続
き
の
間
、
刑
法
五
七
七
条
に
言
う
被
告
人
の
在
廷
の
権

利
が
害
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
が
、
リ
ア
ー
ル
珈
件
判
決
で
あ
る
。
在
廷
樅
、
反
対
尋
問
樅
の
保
障
が
ま
服
而
か
ら
岨
い
あ
げ
ら
れ
た
判
決
と
言
え
る
。
カ
ナ
ダ

（
８
）
 

の
学
説
は
、
お
お
む
ね
こ
の
判
例
に
好
意
的
で
あ
る
。

（
１
）
ｍ
『
・
…
：
ご
・
『
ず
。
ｐ
区
２
口
§
］
⑫
。
○
河
・
』
②
』
・
田
三
・
三
・
宛
．
『
巴
・
［
｝
§
］
：
．
Ｃ
Ｏ
】
ｇ
・
ぃ
ｐ
Ｆ
・
刀
．
（
ぃ
ａ
）
】
い
の
・
月
・
刀
・
沼
・
⑫
園
】
．

（
２
）
丙
・
く
・
丙
８
－
．
（
ご
『
い
）
・
国
Ｃ
Ｃ
Ｄ
。
（
い
且
）
鷺
〕
（
９
国
１
．
．
シ
ロ
ロ
。
Ｏ
）

（
３
）
幻
・
く
・
巨
月
・
六
一
・
（
［
。
（
』
８
①
）
・
】
、
○
・
Ｆ
・
河
・
Ｓ
ｍ
・
一
切
０
０
０
コ
・
幻
・
鐘
．
⑪
く
一
冤
図
①
；
同
一
一
・
（
ご
局
）
・
】
＠
ｎ
・
Ｃ
Ｏ
Ｓ
哺
率
］
ｐ
ｒ
丙
．
届
①
・
曲
Ｚ
・
⑪
・
丙
。

い
い
。
．
”
・
望
．
Ｆ
・
局
（
』
§
）
・
：
・
Ｃ
Ｏ
§
・
】
】
Ｐ
Ｃ
・
ｐ
．
ｍ
．
眉
弘
．

（
４
）
Ｆ
・
毛
『
臣
：
１
Ｆ
厨
っ
蔦
司
く
・
司
芹
ｃ
屋
冊
．
（
ご
愚
）
・
ｍ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
（
臆
。
。
）
ｇ
】
・
患
ｐ
ｒ
冗
・
（
』
ａ
）
Ｂ
←
・
］
②
ｎ
・
弱
・
Ｚ
・
⑫
・
曽
ｕ
・

（
５
）
幻
・
室
・
？
ご
§
命
『
。
｛
切
冨
｛
｛
・
ａ
で
１
８
．
．
・
〆
▽
ｍ
３
ｏ
ｇ
・
ロ
§
］
⑭
宍
・
画
・
唾
』
罪
『
ず
。
Ｃ
こ
§
篭
・
厚
『
９
（
勗
引
）
・
」
ｐ
ｍ
・
ロ
ー
ラ
幻
・
く
・
幻
・
庁
筥
ソ

（
７
）
 

拠
の
翻
訳
が
必
要
で
あ
づ
。
」
。

解
で
き
て
い
な
い
と
判
断
し
た
。
こ
の
事
情
の
下
で
は
、
被
告
人
を
有
罪
に
処
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
私
は
、
か
つ
て
扱
っ
た
外
国
人

の
事
件
を
今
で
も
記
憶
し
て
い
る
。
こ
の
事
件
で
は
、
被
告
人
は
英
語
を
皿
解
で
き
ず
、
ま
た
、
通
訳
の
溢
矼
に
疑
問
が
あ
っ
た
。
私
は
、

〈
ｂ
）

公
訴
棄
却
を
命
じ
た
の
で
あ
る
」
。

「
被
告
人
は
外
国
人
で
あ
っ
て
英
語
を
理
解
し
て
い
な
い
。
在
廷
権
は
単
に
物
理
的
な
意
味
の
在
席
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
証

（
ご
園
〉
・
い
訓
ｎ
『
・
シ
ロ
。
．
”
・
“
①
．

（
６
）
『
ず
の
Ｃ
月
の
づ
く
・
岸
）
。
『
ｑ
（

（
７
）
崔
・
三
・
シ
ニ
く
。
Ｂ
扇
ぐ
’
○
一
》

（
８
）
勺
の
局
『
尻
・
罠
の
子
一
三
国
。
】
ソ
。
（

『
ず
の
Ｃ
月
の
づ
く
・
岸
）
。
『
９
（
扇
『
の
）
・
』
ｐ
．
ｍ
．
ｏ
・
堂
司
・

崔
・
三
・
シ
ニ
く
。
Ｂ
【
の
く
’
○
一
γ
災
》
。
．
［
ご
ム
ー
］
⑪
８
【
ｍ
・
Ｐ
・
弓
・
←
Ｃ
い
・

勺
の
【
の
『
尻
・
罠
の
子
一
三
国
。
】
ソ
。
（
〉
臼
口
邑
旦
冨
。
。
『
一
『
ゴ
ヨ
ニ
、
く
こ
、
．
句
、
．
（
】
①
エ
ム
）
・
同
色
「
一
］
・
Ｐ
の
蜀
喧
・
ｍ
ｘ
色
ヨ
ー
コ
ロ
ニ
。
。
。
（
君
、
一
（
。
ａ
い
③
一
コ
、
ユ
ョ
ー
コ
画
一
、
；
９
．
巳
⑰
『
．

餓
判
を
受
け
る
権
利
と
通
訳
を
求
め
る
権
利
（
江
橘
）

四
九
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》1たけ１１
同粟こ弁れ、司

wi;Eli'((Ⅶ； 
嚴匠),iilljRf判
３ギｌｌ１豊山111；
行き（'|：語こをい
になの（これ採（

つい第皿は川彼
：；雨ｆ;,（し<Ｉｉ
ｌｉとでい拠被人

』:ｎＩ４ｉＭ１ｉ
たた笥否いが分

３ギポｆＲＰｍ
鰍ｊＰｊ肝皓
が。Ｍ;iii＃|｛残
さ場ら公、な
れ合な川まい

ＩｉｉＩ：Iiiil1jiA て

い

ｉｉＷｉＷ る力、
。

）ｶﾐ 

ﾊﾞ(Ｗｉ ら
ず
ｊｌｎとるＩＵｉ
訳にとす‐
を力、思乙

＄ｉｆ扇
つ

ｌナ

ギ鳥ボ
る
ル

、ｉＷｉ拠
ルまにが
が た、提
確、311ｉｌｌｌ
立当拠さ
し談のれ
たの内た

波秤と
｡ 

こ〈!；をき
の人翻ｌｉ
ｌｈｌに訳、
利付さノム
はさせ判

れな所
、

次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

がにｌＺｊ川
そ進とな－語多
の行くｉＩｌｉ九を比
後しに言ｌｕｌ－ｌ・族
、て注の○分で
－裁意内イドに複
九判し容のＨｌ１雑
四がてがシ１Ｗに
四終い１１１１ルし}&
年った解パな成
にてので’いさ

制しだきり（とれ
定まがな件きて
さつ、かｆｌＬにい
れたこつ決sはる
た。のたは、こ
治そ陪と、すの
安の瀞い陪くｌＩｉｌ
鞘’た負う稀なで
事めは１（且くも
裁にＥ'１件のと、
判、解で一６〃《
所後であ人第廷
法にきろが一ｊｌｎ
六僻て。公刊ドル〈
条訴いこ１１１で’''１
へ審なのオは題
二でいノムラかは
￣ここ判ンな徐
はれとのダら々

、がを奴語ずに
彼明裁判へｊ、大
告ら１(Ｉ官ボ訳き
人力、宮は｜をな
の（こに、アっ論
通な告陪語け点
訳ｂＩＬＩ瀞一ろ（こ
を、し１１をこな
受原ながＦｌ１とつ
け判か証解にて
る決つ言しない
権はたをてつつ
利破の１１１１いてた
を葉で解ない＿が
とさ、でかろ上、
くれそきつ。被
lこたのてたくｌｉ
尊。まいた人
重まるめが
し手かに〃〈
て続否、廷
、

き力、ｉｉｉの

第
四
節
南
ア
フ
リ
カ

法
学
志
林
第
八
十
七
巻
第
四
号

五
○
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こ
れ
に
対
し
て
、
原
辮
の
戒
判
官
は
、
他
諏
瀞
成
判
所
に
》
Ⅱ
．
解
供
述
聾
を
提
川
し
て
、
瀞
皿
は
常
に
ス
ム
ー
ズ
に
巡
行
し
、
巡
在
部
長

の
公
川
オ
ラ
ン
ダ
語
の
記
録
が
捉
川
さ
れ
た
と
き
で
も
、
そ
れ
を
披
併
人
ら
が
皿
解
で
き
な
い
と
い
う
そ
ぶ
り
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
の

で
、
理
解
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
扱
っ
た
の
で
あ
り
、
違
法
で
は
な
い
。
被
告
人
ら
が
も
し
本
当
に
公
用
オ
ラ
ン
ダ
語
が
理
解
で
き
な

か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
放
判
所
に
巾
し
立
て
る
機
会
が
い
く
ら
で
も
あ
っ
た
の
に
、
な
に
も
し
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
皿
解
で

き
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
疑
わ
し
い
。
ま
た
、
先
住
民
族
の
被
告
人
一
門
に
つ
い
て
は
、
成
判
所
に
は
パ
ン
ッ
ー
族
の
言
災
に
翻
訳
す
る

奴
判
を
受
け
る
椛
利
と
通
訳
を
求
め
る
権
利
（
江
機
）

五
一

を
被
っ
た
と
狼
帳
し
た
。

あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

第
一
の
先
例
は
、
法
廷
で
進
行
し
て
い
る
手
続
き
の
内
容
を
被
告
人
に
通
じ
さ
せ
る
蛾
判
官
の
義
務
を
重
視
す
る
立
場
の
も
の
で
あ
る
。

珈
件
は
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
の
取
締
り
で
あ
ろ
う
か
、
競
走
犬
を
不
法
に
輸
送
し
た
と
し
て
、
ゲ
ー
ム
慌
粁
規
川
と
、
舷
走
犬
の
抓
祢
Ⅶ
輸
送

を
禁
止
す
る
規
則
の
述
反
を
問
題
に
さ
れ
た
九
名
の
被
告
人
の
躯
件
で
あ
る
。
一
癖
で
は
九
名
全
員
が
有
罪
と
さ
れ
た
が
、
そ
の
内
の
七

名
は
控
訴
し
た
。
七
名
の
内
訳
は
、
五
名
が
イ
ン
ド
人
、
｜
名
が
西
欧
人
、
｜
名
が
先
住
民
族
で
あ
る
。

記
録
に
よ
れ
ば
、
原
瀞
の
戒
判
は
英
語
で
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
検
察
側
の
証
人
と
な
っ
た
先
仇
民
族
の
人
間
が
火
際
に
英
語
で
証

言
し
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
な
い
が
、
記
録
の
う
え
で
は
英
語
で
証
言
し
た
よ
う
に
内
祥
が
残
さ
れ
て
い
る
。
一
万
、
耶
件
の
捜
従
に
あ

た
っ
た
巡
査
部
長
は
、
捜
査
段
階
で
尋
問
し
た
証
人
が
公
川
オ
ラ
ン
ダ
語
を
使
川
し
た
と
き
に
は
、
ｎ
ら
の
尋
問
も
こ
の
言
語
で
行
い
、

そ
の
言
葉
で
記
録
を
残
し
た
。

被
告
人
の
う
ち
で
七
名
の
者
は
、
有
罪
判
決
を
不
服
と
し
て
搾
訴
し
、
控
訴
瀞
の
ナ
タ
ル
州
成
判
所
の
法
廷
で
、
自
分
た
ち
は
公
川
オ

ラ
ン
ダ
語
を
ま
っ
た
く
Ⅲ
解
せ
ず
、
そ
の
た
め
に
こ
の
証
拠
の
内
存
が
理
解
で
き
ず
、
た
め
に
十
分
な
反
論
が
で
き
な
い
と
い
う
不
利
益

を
被
っ
た
と
狼
帳
し
た
。
原
瀞
成
判
所
に
は
、
被
俗
人
ら
が
公
川
オ
ラ
ン
ダ
語
に
通
じ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
な
か
っ
た
手
落
ち
が
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にｉ、の奴に語件てた被披く定
、訳ｉＩｎ打》|《'１つしででいこ二〈l；〈!『して雁
．がｉりくでのぃ力、行あるれｆ１人人かパぃ
’、のあ余てしなる１４１とのららしソの
サ英iiliD綴、、わ。人やイ「がが、ツｉｎ、
;冊語ノノ、過第トオＬ検がや』'１公〃ｉナｌ訳ｉハ
をのがそが一ラた察、二判ｊ［廷タルズが学
Ｉｌｌ１Ｉ'ｉｌｌＵの〉|('１瀞ン。（11'１ニユ沢なでルのお志
解’''１題よｗｉノ＆ス波の名ア部栽ｉＵｒｌｌｌ言bトド
すをにうトイ』ﾄ'１パイ!；証のン分判Ｉｉｌｌ成語、飾
るコなに料所｜人拠人スまをを判にこ八

十

特↓【ルポＩ４１ｉＩ４Ｉ４Ｍ鰡欝川珊“
官族のしる彼放搾文政なめら血、し件
がのがたも〈!「判iilii書判るてれてこたで筋
l:１言、１１１〔の人所瀞を所の砿なたののはｌｍｌ
ら葉一瀞で０１リはで送のが粟かか弁で、\・
災にノＬ奴あか、こら書、しつつＩﾘｌ、公
語ｌｉｌｌ八判るらこのれ斌翌てたたにこ判
に訓一所・のの点たに－しこと紬のの
翻しイｌｉに水ﾌﾞｲ「主を二似九まとい得ｉｌｌｉｌｌｌｌ
ｉｉＮ、の落（'|：Ｉｉｌｉｉｌｉと名せ六つへはうせで、
しこりＬ１ｎｉののをらのた三た２１ﾘＩＩｌｉずもそ
ての（'|:２は彼ＩｌＩｊｕえ者文イｌＩｏらｌｌｌｉ、述の
記言でなく1ｉしけての詔｝のかにｌ'Ｉ（〃ｉ迦
録葉あい人立た、証を事へでよ瀞で訳
しでろのはて。瓜言送ｲﾉﾄ」あつのはが
た行・で、力《蛾論がってるて処な彼
のわこあ公な）卜ｌｌＷ１ｉＩｌ’てあ゜/j；ＩＩＴぃ告
でれのる１１１く所が心付るこイ「をと人
あたりｉ・オてに優で辺。うさ不脂の
る3１１１（'1：ラもよ；I；あまこ判れ当価と
。言でン’２１れさるがオＬＷＴるなした
控のはクらばれがいはしももたり
訴ほ、語検、た、の、たのの。に
稀う法を訓彼と彼こ南蚊でと座
蚊は廷ＩＩＩ１し告しらとアキリは）ﾄ,１つ
判とに解な人てのをフ所なＷｉて
所〈おでけが１１;（証行リはいし英
はにげきれ通判言い力、のた語
、災るるば訳沢と、を原で。お
Ili語彼となをの反ｉﾉｉ生瀞あつよ
現にく』ｉｊｌｌｊら必破対廷活判るまび
のｉｌ`〔人常な奨棄尋ｌｉｊの決。D公
jlnさの考いとを問辱本を－．、川
訓ず瀞えがし辺はｊｌ１拠、ｊｌｕ奴オ
人、’''１ら、てつ公（こと控の）卜'１ラノｉ
がそにれそいたＩＨｉ１１ｌし訴経１２１ン二
jlnの際ろのる。オわてし過のダ
iﾘ（かしタ際かうれ仕な力、識語
しわてイに否ンた事から勝を
たD、プｌｉかダユ|’しつははす

、 、、
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法
廷
で
の
証
一
一
局
の
内
容
は
証
拠
と
な
り
う
る
が
、
蚊
判
官
が
、
通
訳
人
と
し
て
の
宣
好
も
し
な
い
で
、
通
訳
と
し
て
の
適
性
の
判
定
が
で

き
な
い
や
り
〃
で
、
ｎ
ら
翻
訳
し
て
証
拠
と
し
て
便
川
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
と
判
断
し
て
、
打
卵
判
決
を
破
棄
し
た
。
法
廷
で
証
人
が

少
数
言
語
で
証
言
し
た
場
合
に
は
、
発
せ
ら
れ
た
言
葉
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
解
釈
は
通
訳
に
委
せ
ら
れ
て
い
る
事
柄
で
あ
っ
て
、
奴
判

官
が
自
ら
の
主
観
で
勝
手
に
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
少
数
一
一
一
一
叩
語
で
の
証
言
を
行
っ
て
い
る
証
人
の
尋
問
に
対
す
る
態
度
な
ど
に
つ
い
て
は
、
も
し
蛾
判
官
が
そ
の
言
語
を
皿
解
で

き
る
な
ら
ば
、
判
断
の
材
料
に
し
て
よ
い
と
も
い
わ
れ
る
。
ま
た
、
阯
親
が
附
火
に
殺
諜
さ
れ
る
現
場
に
い
た
唯
一
の
回
撃
証
人
で
あ
る

（
６
）
 

八
歳
の
子
ど
も
の
証
言
が
Ⅲ
通
に
な
っ
た
耶
件
が
あ
る
。
城
判
所
は
、
こ
の
子
ど
も
が
ト
ラ
ン
ス
ヶ
イ
州
の
一
一
局
語
で
証
言
し
通
訳
さ
れ
た

証
言
の
内
秤
と
、
賦
判
所
が
戒
接
に
観
察
し
た
証
言
時
の
態
度
等
を
総
合
的
に
判
断
し
て
、
証
言
の
偏
級
性
を
商
く
評
価
し
、
そ
れ
に
脳

づ
い
て
被
告
人
を
殺
人
罪
で
懲
役
一
二
年
の
刑
に
処
し
た
。

（
１
）
こ
の
国
の
現
状
に
つ
き
、
シ
一
（
『
＆
ぐ
卜
冒
ａ
２
．
．
］
。
：
Ｑ
ョ
で
庁
一
一
・
駛
巨
〔
ず
Ｅ
１
．
：
Ｃ
一
ヨ
ー
ヨ
ー
一
勺
『
・
・
８
厘
『
の
．
』
＠
馬
づ
・
急
④
。

（
２
）
幻
・
く
．
⑰
一
一
斤
「
・
】
や
Ｓ
抄
．
ｐ
』
②
『
。

（
３
）
菖
月
六
７
世
。
云
謬
。
：
【
ず
；
ご
・
ず
以
尉
国
。
（
三
月
賦
§
〔
。
．
、
日
ロ
蜜
。
浜
９
一
目
：
ロ
。
（
ヶ
・
『
・
】
§
（
】
）
い
・
シ
・
ｇ
Ｐ
〈
ｚ
）
．

（
４
）
Ｐ
区
愈
一
冤
・
呼
少
ョ
蜜
。
・
二
○
・
：
」
し
。
。
（
す
ｑ
・
】
§
（
《
）
ｍ
・
少
。
ｍ
巴
（
可
）
。

（
５
）
⑭
ご
・
・
で
。
．
胃
：
．
ご
鱈
（
』
）
⑪
．
シ
・
円
愚
（
『
尻
）
。

（
６
）
、
。
ご
・
。
。
。
：
．
』
腸
岸
（
』
）
⑪
．
シ
・
患
『
（
司
穴
）
．

ア
メ
リ
カ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
凹
か
ら
の
移
民
に
加
え
、
ア
フ
リ
カ
の
瓢
人
奴
隷
、
ア
ジ
ア
か
ら
の
川
稼
ぎ
労
働
者
、
そ
し
て
、
先
化

蛾
判
を
受
け
る
権
利
と
通
訳
を
求
め
る
権
利
（
江
柵
）

Ⅲ
三

第
五
節
ア
メ
リ
カ
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所どがす訳
のｊｍのあるだサーも
栽訳場り、がると
錨を合１１）い、のも
梅求にるわ法がと
のめは。ば廷’二ｌ法
'１１１るそタトブト通的廷
題樅うｌＩｉｌｉｉ<１１訳で皿
で利し人ｊｌｎにあ訳
あのたが訳ｌｉつIli1l
る内余波の、た庇
と秤桁イヤ機こ゜は
さにはの能れこ、
れへっな特もにのノ＆
たｇいい殊ｌＵｌ力Ⅱ’''１判
・て・な侍えｉｉＩｉ１Ｉｌ
控はそ４１ｉさてだ語
訴、こ（'|：れ、けと
瀞巡ででて彼がは
し｝|ｌ、はいイキ強述
べ娘彼、ろ人調う
ル，１．１ｊ｛'；そ。のさ筒
で成人の後たれ語
６はの’１１打めるで
、ｌﾘｌｊＡのに（ことｉ１１１１
こ６１１１本外つ公、誉にＯ
れ｜こ的交い）|《|｜樅が
を容な機てのイリな
樅え樅｜Ｈ１は進とさ
利て利が、行しれ
のこの迦被をてた
Ｉ１Ｕな’１１１訳〈ｌｉ説のと
題か題を入り｝法き
とつへと派がし廷に
すた上しｉｌｌｌ９１、ｊ、、
ろ・てしら証訓奴
こ皿、て私言と｝卜'１
と訳こくｉｉｌをい所
にののろの通うお
は週('１１こ行訳祖よ
ilIl（［度とをし点び
極のがも係、は陪
的足識あ川弁Ｉﾘ１審
でＪｌｉ論るし護確１１
，１１を・て人にの
ま、呼し｜Ⅱとなた
た（）ぶ力、廷のらめ
、つ･しさ会なに
Ｉｌｉｌゴ、せ話い英
案らほろをｏｉｗｉ
のノ１１（とこ（'1１に
具）卜'１んと介馴

ス
の
保
障
、
反
割

た
の
で
は
な
い
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
回
淑
法
に
は
、
川
平
珈
件
の
被
俗
人
の
椛
利
の
一
環
と
し
て
、
通
訳
の
援
助
を
受
け
る
樅
利
そ
の
も
の
が
明
文
で
保
障

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
差
別
問
題
に
関
す
る
厳
し
い
対
応
が
当
然
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
今
日
で
は
、
言
語
の
ハ
ン
デ
ィ

キ
ャ
ッ
プ
が
不
当
に
放
慨
さ
れ
、
被
告
人
が
不
利
紬
を
被
れ
ば
、
淑
法
Ⅲ
題
に
な
り
う
る
こ
と
は
存
易
に
認
め
ら
れ
る
。
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ

ス
の
保
障
、
反
対
尋
問
椎
、
在
廷
椎
、
弁
護
人
依
頼
権
な
ど
が
念
頭
に
浮
か
ぶ
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
そ
う
簡
単
に
認
め
ら
れ

法
学
志
林
第
八
十
七
巻
第
四
号

五
四

比
族
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
な
ど
、
ま
さ
に
人
加
の
川
墹
で
あ
る
。
こ
の
国
の
言
叩
葉
と
言
え
ば
、
英
語
と
衿
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
英
語
を

公
川
諮
と
し
て
と
く
に
法
仲
上
定
め
た
例
は
少
な
い
。
こ
う
し
た
川
で
は
、
英
語
を
話
す
こ
と
の
で
き
な
い
巾
乢
の
が
在
は
ご
く
当
り
前

で
あ
り
、
栽
判
制
度
も
、
こ
う
し
た
事
態
に
対
応
す
る
こ
と
に
な
る
。
述

)ll 

iiA 
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実
定
法
は
、
い
く
つ
か
の
規
定
が
関
述
す
る
。
ま
ず
、
’
九
六
四
年
の
刑
事
訴
訟
法
三
○
○
六
Ａ
（
ｃ
）
で
は
、
刑
事
事
件
の
裁
判
を

行
う
裁
判
所
は
、
弁
護
人
が
調
査
員
、
専
門
家
な
ど
を
使
用
す
る
こ
と
が
適
切
な
弁
護
活
動
に
必
要
で
あ
り
、
か
つ
、
被
告
人
が
そ
の
費

川
を
支
払
う
能
力
が
な
い
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
公
曲
に
よ
っ
て
専
門
家
な
ど
を
凧
川
す
る
弁
拙
人
の
権
利
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
れ
は
弁
護
人
の
叩
し
立
て
に
雄
づ
い
て
行
う
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
（
屋
ご
・
の
。
Ｏ
・
留
ｇ
の
少
（
の
）
（
巳
２
）
）
。
通
訳
人
は
一
伽
の
専

門
家
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
規
定
を
使
っ
て
公
凹
の
法
廷
通
訳
を
川
意
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。

同
抓
に
、
述
川
川
珈
手
続
現
Ⅲ
二
八
（
ｂ
）
に
は
、
次
の
規
定
が
あ
っ
た
。

「
裁
判
所
は
、
自
ら
の
選
択
基
準
で
通
訳
を
任
命
し
、
そ
の
通
訳
作
業
に
対
し
て
、
合
理
的
な
額
の
報
酬
を
定
め
る
権
限
を
有
す
る
。

こ
の
報
酬
は
、
裁
判
所
の
指
示
に
よ
り
、
法
律
又
は
政
府
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
雄
金
か
ら
支
払
わ
れ
る
」
（
印
」
・
刃
。
Ｏ
『
一
ョ
・
勺
・
湯

（
ヶ
）
）
。
一
九
六
六
年
の
改
正
に
よ
り
、
通
訳
は
、
非
英
語
系
巾
比
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
手
話
通
訳
と
し
て
言
語
隙
沸
打
に
も
川
愈
さ

れ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

さ
ら
に
、
述
川
証
拠
現
Ⅲ
六
○
四
号
に
よ
っ
て
、
通
訳
の
専
門
家
と
し
て
の
寅
桁
や
服
確
な
通
訳
を
行
う
と
の
穴
杵
の
管
皿
に
つ
い
て

は
同
規
則
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

（
４
）
 

し
か
し
、
こ
う
し
た
法
く
わ
の
下
で
通
訳
配
備
の
権
限
を
認
め
ら
れ
た
裁
判
所
は
実
際
に
は
権
限
行
使
に
消
極
的
で
あ
っ
た
。
い
く
つ
か

（
５
）
 

（
６
）
 

の
先
例
が
あ
る
。
一
九
六
六
年
の
第
九
区
迎
邦
控
訴
放
判
所
判
決
で
は
、
ス
ペ
イ
ン
誠
叩
の
通
訳
が
弁
識
側
の
席
に
お
り
、
い
つ
で
も
利
川

で
き
る
状
態
の
も
と
で
は
、
英
語
で
行
わ
れ
た
証
言
を
面
ち
に
す
べ
て
ス
ペ
イ
ン
語
に
皿
訳
さ
せ
る
被
告
人
の
権
利
な
る
も
の
を
認
め
る

蛾
判
を
受
け
る
権
利
と
通
訳
を
求
め
る
権
利
（
江
橋
）

五
Ⅱ

体
的
な
事
怖
を
考
え
る
と
、
被
告
人
が
英
語
を
理
解
で
き
て
い
な
い
と
は
兇
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
法
廷
通
訳
の
配
備
は
不
必
要
と
す
る

（
３
）
 

ｊ
Ｕ
の
な
し
」
が
あ
っ
た
。
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''１１た１１１にＤ２ｌｉｌＩｒイl｛ ＩＭ１ｆ（なのるしこ
にスし弁、（'|：同ｉｉｉｉこ題１Ｍと諸蝋権てと
あぺた護英後しにの祝でこz1iか利起ば
つイ通人ｉＷｉｉＩ１〔腱二噸し、ろＩｉＩｊな、訴で
たン訳がをち場ユ件て学がも経反さき

lllli撚鰡||iii＋“Iliズ繩縦Ｉｉ＃
'''１言がにとさ始ク人判〈七）トリ、権告し林
にを、通もれめ州、決、○Ｗｉフ、人た第
、災被訳Ｉｌｌ１、た１A１口を災イドしラ在の。八
彼語告を解殺がのジ破語にてン廷一ま+

ヒ

ガ|舳撒：キミlii；fili耐|\鍬権#“
彼訳対てこ起一，でオズニ解こたの効、一節

併しすゆと脈荷１４．．６区。’''１果公ノＬ四

:鰄皇：測辮Njik淵艸''１ｔ“・他Ｉネがい控き弁フイド

；ガ“＄：ムド；鍼iii漉型
Ｉｉｌｉ鰐灘$雛；：IlM2iililiiい権訳１１１
廷外権分た懲りノｌエロいある利の擁
でのの’''１、役？’''１ルンとろ法一諸illii

“iii：ｉｌｉ６Ｍｉ卜’iい毅ｉ'1の求臘
れにをち弁ｲ,‘{１１((Ii31i-mil）繩船;｜

#蝉鯏＃艦！;Ⅶ鷹醐亙
のした数、のかが合るｊｕｉ判護とデで

：鮒9ミリ|i:獺。訳でを主ユはの、（戊張｜、
、宿、わイ筒りだＴｌｊサ合籾しプフ

糾回腱繩,,i隙Lilifiﾘﾗ”
でぃ名゜をれ手つあスでるにスス
なたの戒1111たをたbがの可対のか
さ。証判解。段。、1Ｊ．〉M｝能し保ら
れま人がで彼し彼アえイIｉ性て隙麻
、たの始きばてはメら歴な、、薬
反、うまな教し、リれがど裁公の
対’１りちるかｆｉｒま一力な数、判Ⅱ：帝
尋［１のとつがつノＬ本か力ミ！；所な輪Ｉｉ
ｌｌｌｌｌｌｌｌ二、たイ《た六二Ｌつノ）案は脳を六
もの名検。十。六でたしの、》トリ行
終瀞が索公分彼イ|｛はこか只彼をつ
わ１１'１行が，トリではに、とな体告受た
つのっ孫ｉｉｉあ、ｉＩｉ数を〈的人けと

、
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のに廷い会の判告人被れた察らて
’'リ文ｉ'ｎつｌｌＨこ椛開人の奴告ばと宮ぎぃ
題’'１it訳てｉｉＩｉの利始が在》,《１，人、訂ｉｌｉはのる
｛！'；をはも」：衡放前）''１延所と彼言、様６
をきそよの繋粟に事椛はし〈!；し彼なの

｝＆含たれいイ《的で被手そ、て人た告もを

Wむしの。利なあ告続のこはが゜人の要
'ｑとたｊＵｍそ’Ｋ）トリる人きもう、何こがで約
所論と訳のが沢とに（このし灰がの、あし
るじ主に後、’1は告おのた論語幣逮って
樅たり'５没も彼、到知い否斗｛のら察，I,｝た説
１以さ頭、ら法底すて定契機オ，，芽if（。,ﾘ，
迦’《蝿陛Ⅶ烹鮒洲紙：催＃ｋ
＃将２，ｉの１，す訳な務でbのまるぺ、,１，１.
求釆（''：で訳る，,,｝いを同、，,１つのイミ解そ

：的が、が溌題。お時弁でたかンラでこ
樅にあ彼配）),，をう通護、くを語ンきて

ｉ１Ｍ州'':)ＭⅦi'lji洲ポガガiﾉﾑ
i；本放とれる過あ援頼はっすせ，つ判一件判弁てと〃（る助権、たるるドたの

。途の合。＃贈鰡臘
NII所護い観」：
似’ｉ人た念の本受侵衆
の、の一さノハ件け害，,il

lipiiw＃ Ｉルネ，１，１九れ水のるで淑
合グの七る的彼椎も法

に1,打三よ人縛利あ鯵えせ：iii蝋
ニンちイ|くう｜１，人をろｉ１ｉ

鞠１
人Ⅱ|『合のにのの認と六
［’（''：せ』'（な’',，態めし条
の判を（,,：つ題度てたの
ｊ、決（'1’でたのはお。反
訳が介、アレ、り合対がのTHt

こ、衆朴をｉiよすスメベ、「，－，，，
’Ｈ１廷ろペリルの裁国，１，，

８％茅ゼビＭｉｊｍのイカに権判恵樅
す訳がン社リ，利所法の

ｉ''ｉｌＩ２Ｉｉｉｔ ろの不ｉｗｉ会きのは修保
必配可のの」ｚ内、正陣もだいし群
ｕｌｊ（ｗｉ能ｉｉ１ｌｉ流げ容そ六を災けった衆
’''ｉのに言れたをの条宵訳でた瀞の
が火たがが。十椎はしさもの察ざ
認敗り行写陣分利、た

￥ミｉＫ１ｉｉ'；めは、わしＩｉ１ｆＩこの英た
ら弁それ’'’行理存語け証イしもき
ｌｉれ葱のてさの解在をで言ンたのか
しる人たいれこしに話なさ語Ｌで小
ｌｌｉ依めるたうたつせくれでと、川
も’'Ｍｉに’',，もむういな、た証，芒，この
あ椛弁（iのるえてい彼の言供のせ
りへ謎ノノ《とネ,：で公披く1Fですし，I\せ

、
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と
こ
ろ
が
、
通
訳
の
選
征
は
放
判
所
の
職
権
と
さ
れ
て
い
た
の
で
、
法
廷
通
訳
の
選
征
が
問
題
を
引
き
起
こ
す
。
裁
判
所
は
、
通
訳
背

本
人
の
申
し
立
て
に
よ
っ
て
適
絡
性
を
判
断
し
て
い
た
の
で
、
採
川
さ
れ
た
迦
訓
の
お
こ
な
う
翻
訳
の
画
や
正
確
性
が
担
保
で
き
な
い
と

い
う
問
題
が
あ
っ
た
。
手
話
通
訳
の
例
だ
が
、
あ
る
強
姦
事
件
の
裁
判
で
、
言
語
障
害
の
被
害
者
の
通
訳
に
警
察
官
を
あ
て
た
と
こ
ろ
、

被
害
者
が
「
強
姦
」
と
述
べ
た
の
を
「
性
交
」
と
、
ま
た
着
衣
は
「
ブ
ラ
ウ
ス
」
と
述
べ
た
の
を
「
短
い
ブ
ラ
ウ
ス
」
と
翻
訳
し
て
し
ま

（
Ⅱ
〉

っ
た
例
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、
シ
カ
ゴ
な
ど
で
は
、
組
織
犯
罪
の
裁
判
で
私
選
の
通
訳
が
組
織
の
利
益
の
た
め
に
恐
意
的
な
翻
訳
を
（
灯
う

こ
と
に
悩
ま
さ
れ
も
し
た
。
法
廷
皿
訳
の
選
任
諦
求
が
恵
法
上
の
樅
利
の
主
狼
と
密
接
に
関
述
す
る
と
い
う
理
解
が
強
ま
る
に
つ
れ
て
、

権
利
の
内
実
を
失
わ
せ
て
し
ま
う
よ
う
な
通
訳
の
無
能
な
い
し
偏
見
も
見
逃
す
こ
と
が
で
き
に
く
く
な
っ
た
。

（
吃
）

そ
こ
で
、
一
九
七
八
年
、
連
邦
は
、
法
廷
通
訳
の
質
を
確
保
す
る
趣
』
口
で
、
法
廷
通
訳
法
を
制
定
し
た
。
同
法
は
、
第
一
に
、
述
邦
裁

判
所
事
務
局
長
に
、
連
邦
地
裁
で
行
わ
れ
る
裁
判
の
た
め
の
認
定
法
廷
通
訳
制
度
の
導
入
計
画
、
そ
の
た
め
の
法
廷
通
訳
の
資
格
認
定
の

計
画
、
有
資
格
法
廷
通
訳
者
リ
ス
ト
の
作
成
、
通
訳
費
用
の
決
定
な
ど
を
求
め
た
。
法
廷
通
訳
に
は
、
語
学
力
だ
け
で
な
く
、
法
律
や
裁

判
川
譜
の
素
養
な
ど
も
期
待
さ
れ
た
。
第
二
に
、
述
邦
地
方
我
判
所
は
、
各
々
、
通
訳
人
の
リ
ス
ト
を
整
備
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
た
。

第
三
に
、
同
法
は
、
民
事
・
刑
事
事
件
で
、
合
衆
国
を
当
事
者
と
す
る
述
邦
我
利
所
事
件
の
川
手
方
と
証
人
に
、
そ
の
も
の
が
英
語
以
外

眺
学
志
休
蛸
八
十
七
巻
第
川
号

丘
八

（
‐
）
 

（
Ⅱ
〉

う
る
と
し
た
。
外
国
生
ま
れ
の
ア
メ
リ
カ
市
民
で
英
諏
叩
が
不
側
川
な
も
の
が
、
ヘ
ロ
イ
ン
の
癖
圭
冗
に
関
述
し
て
起
訴
さ
れ
た
同
年
の
事
件

で
は
、
再
度
ネ
グ
ロ
ン
事
件
の
判
例
が
格
調
高
く
確
認
さ
れ
た
う
え
で
、
通
訳
の
要
否
を
決
す
る
被
告
人
の
英
語
理
解
力
、
弁
護
人
の
語

学
力
、
被
告
人
の
経
済
的
な
余
裕
な
ど
の
総
合
的
な
判
断
は
裁
判
官
の
裁
量
事
項
で
あ
る
と
さ
れ
、
当
該
事
件
で
の
通
訳
申
請
の
却
下
は

正
当
な
も
の
と
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
判
決
に
は
、
も
は
や
、
法
廷
通
訳
が
被
告
人
の
権
利
と
切
り
離
せ
な
く
な
っ
た
事
情
が
反
映
し
て
い

ろ
｡ 
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の
言
葉
し
か
話
さ
な
い
か
、
ほ
と
ん
ど
そ
れ
し
か
話
さ
な
い
場
合
、
あ
る
い
は
、
聴
覚
障
害
の
あ
る
場
合
に
通
訳
の
援
助
を
求
め
る
制
定

法
上
の
椛
利
を
定
め
た
。
同
法
は
、
さ
ら
に
、
認
定
伏
延
通
訳
人
が
利
川
で
き
た
い
場
合
の
代
杵
的
な
汕
択
打
の
砿
保
、
そ
の
州
川
負
狐
、

能
力
に
問
題
の
あ
っ
た
場
合
の
通
訳
の
解
而
な
ど
に
つ
い
て
も
定
め
て
い
る
。

同
法
は
十
年
間
執
行
さ
れ
た
が
、
次
の
よ
う
な
問
題
点
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
第
一
に
、
法
廷
通
訳
法
は
公
判
廷
で
の
通
訳
制
度
だ
け

を
繩
皿
と
し
て
い
た
た
め
に
、
川
耶
蜘
件
の
大
陪
辮
手
続
き
に
も
制
度
を
拡
狼
す
る
必
要
が
生
じ
た
。
第
二
に
、
認
定
法
廷
通
訳
人
制
度

は
費
川
が
か
さ
ん
で
、
資
烙
認
定
試
験
に
百
刀
ド
ル
以
上
も
か
け
て
や
っ
と
二
九
二
名
を
確
保
で
き
た
と
い
う
程
度
で
あ
り
、
十
年
間
に

ス
ペ
イ
ン
語
が
実
現
で
き
た
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
の
言
語
に
つ
い
て
新
た
に
資
格
制
度
を
導
入
す
る
と
、
溢
絡
認
定
と
関
述
資
材
の

側
発
に
一
詩
語
に
つ
き
一
二
〃
ド
ル
必
嬰
に
な
る
。
一
〃
、
英
語
以
外
の
言
雌
を
使
う
被
告
人
の
数
は
多
く
、
た
と
え
ば
一
几
八
六
年
の

統
計
で
は
、
述
邦
地
裁
で
の
法
廷
通
訳
は
、
六
五
言
語
、
四
五
、
四
二
四
件
に
達
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
認
定
法
廷
通
訳
人
が
扱
っ
た

の
は
、
三
三
、
七
六
四
件
で
、
比
率
で
い
え
ば
七
Ⅲ
’
三
％
で
あ
る
。
そ
の
他
の
言
語
で
は
、
資
烙
外
の
稗
が
旭
訳
し
た
ス
ペ
イ
ン
語
の
珈

件
が
し
、
七
三
七
件
で
あ
り
、
結
局
、
ス
ペ
イ
ン
語
の
馴
件
が
、
九
一
・
四
％
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
に
次
ぐ
の
が
ハ
イ
チ
の
ク
レ
オ
ー
ル

語
の
三
五
四
件
、
カ
ン
ト
ン
語
の
二
七
九
件
、
ア
ラ
ビ
ア
語
の
二
七
七
件
、
シ
シ
リ
ー
語
の
二
五
三
件
、
イ
タ
リ
ア
語
の
一
一
三
一
一
件
、
フ

ラ
ン
ス
語
の
二
三
○
件
で
あ
り
、
百
件
台
に
、
マ
ン
ダ
リ
ン
、
タ
イ
謡
、
韓
阿
語
、
日
本
語
、
ウ
ル
ド
ゥ
ー
諦
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
、
パ
ン

ジ
ャ
ビ
語
、
へ
プ
ラ
イ
語
が
あ
る
。
こ
う
し
た
多
搬
な
柵
婆
に
応
え
る
た
め
に
は
、
他
の
迦
訳
の
転
川
も
此
む
を
御
な
い
。
そ
の
た
め
に
、

そ
の
制
度
的
な
整
備
も
急
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

一
几
八
八
年
、
法
廷
皿
訳
法
は
改
爪
さ
れ
た
。
新
法
は
二
九
八
八
年
法
廷
汕
訳
法
」
と
称
さ
れ
る
（
本
論
文
末
尼
に
全
文
の
剛
訳
を

（
川
）

掲
救
し
た
）
。
改
正
の
要
点
は
、
節
一
に
、
公
劉
の
法
廷
迦
訳
制
度
を
大
防
帝
手
続
き
に
拡
張
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
大
賠
瀞
手
続
き
の

裁
判
を
受
け
る
権
利
と
通
訳
を
求
め
る
権
利
（
江
橋
）

五
九
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陪ｉｆ）もなｉｉム資地法しど政ＩＦ
瀞なたしどの桁以域廷てま判要
乎おｊｉ【てにＵ』外’２で通、つ所｛'|：
統、徴いつ定のに溢訳ナてりｉか
き通とるいにｉﾉｉノ]'１格人パい務ら
の訳人｡てそ廷えノノ《制，l；た局み〃ｉ
ｊＩｎのトイ改諮つｊ、て廷度語・長て幣
択っのｉｌｉｌｌｌ’て訳、ｊｍをのＩｌｉにし,｡
卯い雌〃《し、へ盗訓実ＴＩ研あご林
人た保にてｒｌｉ大怖の行｜＃局るく第
祁事をよい勝だ外ＩｌｉＩ’すｊｌｎ長旨当八
分件ｌＵｌつるルｉｊしの１１ｒろ訳はが然十

七

'４鰍〈flii炎雌jliM1ノＭ＄繼
当、れりｉ大述議ｊＩｍ求がを（にに第
Jli当て扮、）１１通訳し事戈ホな兄四
行率いル下）州ｉﾉ《訳附'’た務１Ｍ語つえ’ナ
に者ろ災当廷なｌｌｒｌ働局すとたる
録の゜は局ｊＵＤどの合長る災。。
宵’'１、と訳、Ｗｆにに計譜一第
３I↑しリ接制ｊｕｌ（ｌＩｌｉ、あ、ｉのノＬ二
求立ス触度訳も】libで’''’七（こ
のて卜し諮とＦＩＩ務、あで八、
Wliが のて’１Ｉし勝局まるの年賀
利あ管、委て１両）局た。法法桁
がれＩ１ｌ１ｌＩＩｌ１は長１２、第１'１は〃ｉ
認ば、が公賓のが特三川、廷
め、↑'１｝＄を｜（職そ定に語実通
ら裁１V１１つ｜)'１が价れの、辞際訳
れ判額て催あでをノKrノ＆リＵにiliり
て所のいしるあ実利）'1をは度
いは沢ろ、６ろ行椅宵編スを
ろ故疋会資の・す轄会繁ぺ導
・量な識｜バーイＩベ区議しイ人
でとｊⅢ外をｒＹきののてソす
録に訳ｊｕＤ活トバ旨司要お語る
宵樅リ訳１１１ｉﾉ《が法求りの言
テ’111スのす廷ｌﾘｌ委し、尚語

がトノ!（るｊｕｉ確貝た予絡の
プ認を（I；こ訳に会場猟ｊ、秘
をめ他、とがさが合が訳緬
使’つつｉ;Ｉｉにイくれ特につIlillを
川れてｌ１ｌ１ｉな足た定特け度決
す、人〃くるし。の定ばを走
る法材、・て言蕎第実す
こ廷を細すお語語二１Ｍろ
とｉＩｎ確ＩＭＩでりにに１１$し裁六
が ｉりく係、に、つつ｜］たｌｉｉｏ
あ制す倫、火いいのだ権
る庇る１１１１七際てて言けが
Ｏ 

のこ岨八にそ認：/ｉに述
大’'１と定fi2はの定とと）１１

、

－､グー、尹丙、

:！２１ 
－プ～グ－プ

司
命
一
（
ゆ
く
・
ニ
ロ
「
つ
一
】
了
い
Ｃ
」
己
．
⑫
．
】
唾
い
・
畦
①
⑫
．
、
【
・
勢
、
の
。
。
○
Ｆ
．
、
。
．
⑤
α
②
（
己
。
①
）
・

で
の
『
（
》
く
－
，
－
）
く
．
ご
・
⑫
・
・
噌
忌
ロ
・
⑭
・
雷
・
日
め
・
ロ
・
ａ
Ｐ
ｍ
］
Ｆ
・
同
色
・
刮
隠
（
ご
ｓ
）
・

○
○
コ
目
一
日
く
・
勺
⑦
。
▽
一
句
。
（
ぐ
一
『
兀
司
房
一
ロ
コ
ユ
叩
。
Ｓ
④
可
．
⑭
ユ
巴
⑨
（
巳
邑
Ｃ
）
，
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二
州
法

ア
メ
リ
カ
で
は
、
刑
事
成
判
は
、
ま
ず
は
川
の
裁
判
所
の
権
限
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
廷
通
訳
制
度
に
つ
い
て
も
、
州
法
レ
ベ
ル

で
の
鋤
向
が
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
来
る
だ
が
、
名
川
の
立
法
に
は
、
ば
ら
つ
き
と
遅
れ
が
Ⅱ
に
つ
く
。

（
１
）
 

（
２
）
 

’
九
九
○
年
現
在
の
実
情
を
調
在
し
た
資
料
は
手
一
工
に
な
い
の
で
、
一
九
七
○
年
当
時
の
資
料
、
七
五
年
当
時
の
資
料
を
も
と
に
、
芯

干
の
個
別
傭
報
を
加
え
て
検
討
し
て
み
た
い
。

般
判
を
受
け
る
椛
刊
と
通
訳
を
求
め
る
椛
利
（
江
概
）

ユ
ハ
ー

（
川
）
］
口
○
一
の
冒
一
】
。
】
っ
「
（
》
く
３
『
ゴ
の
。
【
い
②
。
」
少
、
、
，
ソ
「
《
）
〕
ロ
砂
二
３
シ
の
【
・
頭
ｏ
５
の
河
の
で
。
『
【
（
〕
ロ
ユ
ー
ａ
二
（
〉
○
３
３
冒
月
）
ｚ
◎
・
Ｓ
Ｃ
Ｉ
沼
①
。

（
ｌ
・
）
ｎ
ｏ
こ
『
一
『
。
【
の
『
ロ
『
句
【
句
『
邨
抄
の
［
。
ｒ
句
四
ゾ
ー
雪
二
弓
、
エ
ー
い
【
。
。
・
で
．
Ｆ
・
⑭
い
‐
い
い
①
．
ご
認
ｐ
．
ｍ
．
〔
〉
○
ユ
の
０
．
．
両
・
色
。
。
シ
Ｑ
ョ
・
Ｚ
、
デ
チ
・
己
・
公
の
留
・
公
の
い
み
．

（
５
）
国
２
『
餌
一
天
く
・
ロ
．
⑰
．
。
】
⑰
切
司
・
い
」
台
⑬
（
］
や
ゆ
］
）
⑬

Ｆ
ご
言
。
く
・
ロ
．
⑪
・
・
喀
○
の
『
。
⑭
二
ｓ
つ
（
］
①
劇
）
》

己
．
ｍ
・
く
．
○
○
コ
目
一
日
．
い
い
『
・
河
・
ロ
・
い
『
①
（
こ
い
⑪
）
餌

ご
・
⑫
。
こ
・
で
■
『
。
Ｅ
旨
．
・
ぬ
①
①
「
・
蝉
ユ
左
⑦
（
Ｓ
⑦
い
）
⑪

⑪
ロ
Ｐ
『
日
く
．
Ｃ
・
鮓
斡
つ
む
『
・
い
ユ
コ
○
℃
（
」
し
⑦
い
）
》

Ｃ
・
⑰
・
く
・
の
こ
の
「
「
螢
。
い
い
上
司
・
ぬ
△
届
“
（
Ｓ
の
み
）
．

（
６
）
曰
、
』
己
』
一
Ｉ
ｎ
ｃ
『
。
。
色
く
・
口
．
⑫
・
・
い
＄
『
．
こ
い
の
①
．

（
７
）
。
．
⑪
。
『
・
ロ
ソ
ワ
（
。
⑭
②
←
ｍ
・
臣
、
、
①
（
】
や
ｓ
）
。
⑭
⑦
シ
ト
冗
臣
⑭
。
。
。
、
（
・
単
堰
口
。
⑫
．
⑭
犬
．
い
い
Ｆ
同
旦
⑭
』
い
急
・
餌
①
⑫
・
○
・
ｓ
い
◎
。

（
８
）
。
．
⑪
。
Ｃ
×
『
の
一
・
Ｚ
渦
『
。
。
ぐ
・
Ｚ
・
国
・
・
い
］
。
「
・
砂
Ｅ
ｂ
で
．
届
２
（
祠
・
ロ
・
〆
・
唇
・
己
『
Ｃ
）
・

（
い
）
ロ
・
“
・
の
〆
『
冗
一
ｚ
煙
く
身
『
・
『
・
〕
○
テ
コ
５
．
．
い
、
。
『
．
⑰
こ
つ
ロ
．
①
認
（
】
⑪
国
）
・

（
川
）
ご
・
⑫
．
ご
・
Ｃ
一
『
『
一
Ｃ
。
・
お
鐘
司
・
丘
］
唖
（
］
弓
⑭
）
・

（
皿
）
『
。
。
○
ヨ
ョ
ｃ
二
二
「
２
－
［
ゴ
○
｛
く
一
『
頭
ヨ
ー
色
ご
・
届
△
三
○
．
烏
（
】
や
ゴ
③
）
・
】
℃
認
巨
・
⑫
・
ｎ
ｏ
号
、
。
。
泥
・
冒
一
（
一
シ
ユ
『
。
．
Ｚ
の
追
い
．
ご
・
←
⑦
い
い
．
｛
＆
。
．

（
吃
）
法
制
定
の
経
緯
、
趣
旨
に
つ
き
、
Ｄ
Ｃ
Ｅ
『
【
戸
冨
斤
『
「
》
「
応
一
命
「
ヱ
ン
ロ
【
・
斤
預
一
⑳
一
息
く
の
睡
一
ソ
一
一
）
『
く
で
。
［
、
．
温
‐
⑨
篭
・
己
認
ロ
。
⑫
。
Ｃ
）
」
侭
。
》
コ
ズ
．
：
α
シ
ュ
ョ
・
Ｚ
２
ｍ
・
や
．

傘
の
い
い
。
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の益戒１１’法
事へたし戯し上一
件且証か樅立の方
は人しのて樅、
、の、行や利）トリ
法証時仙裁で例
廷言代を判あが
通内が誤所る１１ﾉ《
訳容進つ、こ廷
のをむたらと迦
選理にとのを訓
任解つは判否Ｕ１Ｉ
のでれ言断定題
失きてえにしを
}攻た、なよ〕tこへ患
がい題いつ例Ｊ法
反と法とてが上
対き」二）|《|｜、あの
尋にの示裁り樅
''1）、樅さ判、利
権こ利れ所法の
をれ性たが廷’１１）
侵をと。決迦題
害反関定訳と
し対述すをし
た尋さるつて
と’'１１せ裁け扱
し樵る量るっ
ての判事かた
原剥例項ど例
判奪が でうは

決と徐あかな
を考々りはい
破えに、彼で
粟るI的個告は
しこえM１１人な
たとてののぃ

先がき事絶゜
例あた件対）トリ
とる。の的例
し。ま具なで
て－ず体椛１１
箸九、的利、
名凹彼なで当
で八告事は初
あ年人実なは
るのが 関〈、
。テ１２１係、被
まキ己の披く!；
たサに’'１告人
、ス不で人の
|Ｍ１州利はの淑

、

法
学
志
林
第
八
十
七
巻
第
四
号

一ハーー

ま
ず
、
州
の
憲
法
の
レ
ベ
ル
で
は
、
公
費
の
通
訳
を
求
め
る
権
利
を
明
示
し
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

ニ
ュ
ー
・
メ
キ
シ
コ
州
は
、
古
く
か
ら
メ
キ
シ
コ
人
の
流
人
が
樵
ん
で
こ
の
問
題
へ
の
関
心
が
強
く
、
憲
法
上
の
規
定
が
あ
る
ま
れ
な

例
で
あ
っ
た
。
同
州
の
慰
法
二
条
一
四
項
に
は
、
「
す
べ
て
の
川
珈
手
続
き
に
お
い
て
、
被
併
人
は
、
川
延
し
、
向
ら
又
は
弁
謎
人
を
通

じ
て
自
己
を
防
御
す
る
権
利
、
告
発
の
性
質
及
び
理
由
を
告
げ
ら
れ
る
権
利
、
自
己
に
不
利
益
な
証
人
を
尋
問
す
る
権
利
及
び
告
発
と
証

一
一
一
一
ｍ
に
つ
い
て
そ
の
者
の
理
解
す
る
言
語
に
翻
訳
さ
せ
る
権
利
…
…
を
有
す
る
」
と
い
う
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。
同
憲
法
に
関
す
る
古
い

判
例
で
あ
る
が
、
証
言
の
内
容
が
理
解
で
き
な
い
被
告
人
は
そ
の
旨
を
栽
判
所
に
告
知
す
る
義
務
が
あ
り
、
そ
れ
を
怠
っ
て
お
い
て
、
後（
３
）
 

に
上
訴
瀞
で
皿
解
で
き
な
か
っ
た
』
Ｍ
を
巾
し
立
て
て
も
、
遜
法
上
の
椛
利
侵
害
が
あ
っ
た
と
は
見
な
さ
れ
な
い
と
Ⅱ
示
し
た
も
の
が
あ
る
。

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
は
、
一
九
七
四
年
の
憲
法
改
正
で
通
訳
を
う
ろ
憲
法
上
の
権
利
を
承
認
し
た
。
「
英
語
を
理
解
で
き
な
い
者
が
刑

事
告
発
を
受
け
た
と
き
は
、
手
続
き
の
行
わ
れ
る
あ
い
だ
通
訳
を
得
る
権
利
を
有
す
る
」
（
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
憲
法
一
条
一
四
項
）
と

い
う
の
で
あ
る
。
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ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

たられくろＩなにのロが題
遜めれなで。’－か１脚のセｊｍを
法でてかきまにつえ裁ス訳デ
｣きあいつなたはたて判述のユ
のるなたい、意邪きに反ハ。’
樅だぃ。者一味（例’た通とＭｉプ
利け。裁の几がで。訳判をロ
|'ｋでそ判裁六なあ一が示諦七
はなの所半'’七いる九付し求ス
以く災｜土でイｌｉと。六けたし条
上、訂I・川司あのし第一ら・た１m
の彼の本つオて一年れまの逆
よの知件たク、瀞のてたを反
う弁識のがラ１%（は力い、、と
に池の彼、水瀞イ『リな－第Ｅｌ１
い人あくＬｉ記マ奴ｊｌ１フか九一解
ま、い人録１１１判》卜|｜オつ四濡す
ひさまは上の所沢ルた六ノムる
とらぃ、でＺｌＬので二こ年判例
つにさ公は件２樅あアとの所も
ははに平、は利つ州がオが1脚
つノｊｉ１Ｉ(（で第、（!；たの、クＩ１ｉえ
き判ら偏一二知がリドヘデラ否て
り所すら涛三の、（'にユホしく
しのなたで戒矢PRは｜マたる
なたらい法のｌ伐訴、プ州。。
いめば裁廷メを瀞英口の擁一
・で、判ｊ、キ’''１は語セヱに師九
そも彼の訳シ１１１，をスイに瀞四
こあにたが．に災ｌＭ１達でｉＭｉ二
でるはめ配系、語解反は判年
、Ｌｊｕｊに世のデのでと、所の
'''１と訳被さ移ユＩＭ１きさタトはユ
題述が告れｌｎｌ解るれ囚、タ
のベト１人ずツブプでとた人反州
解たさに、（肋ロきｌＬＩｏ労対の
決。オＬ保ま村セな称こ働尋殺
はる陣たでスいしの者’１１１人

べさ、災述人た夕で椛旦に
、

立きれ意：/ｉ反’''１被イ、を（'|:９
法なて法のとの告プ英念で
とのい」壬誌し発人の語Ijliは
､ﾄリでるのみてしが判のに、
例あノ,Ｘ権ｉ１Ｉｌｊ;（た、決Ｈｌ１ｉｉｖ（メ
に０本利き判司尖は解きキ
よ、的の、決イは、ノノっシ
るこな告会をエ’''１－がっ．
処れ権知話破スルギ九不、人
１Ｍ！’よ利もが粟一で六一|・デの
に、を行ましヤき○分ユ被
丁委彼与たつて司て年な’告
ねのえわたいノいイヒもプ人

一
九
七
○
年
当
時
に
は
、
法
廷
通
訳
の
立
法
が
存
在
し
な
か
っ
た
の
は
一
二
州
（
ハ
ワ
イ
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
、
ア
イ
オ
ワ
、
カ
ン
サ
ス
、

ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
、
メ
イ
ン
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー
、
ミ
ズ
ー
リ
ー
、
モ
ン
タ
ナ
、
ネ
ブ
ラ
ス
カ
、
ニ
ュ
ー
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
、
オ

ハ
イ
オ
、
オ
ク
ラ
ホ
マ
、
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
、
ロ
ー
ド
・
ア
イ
ラ
ン
ド
、
サ
ウ
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
、
テ
ネ
シ
ー
、
バ
ー
モ
ン
ト
、
ワ
シ
ン

成
判
を
受
け
る
椛
利
と
通
訳
を
求
め
る
権
利
（
杠
隅
）

坐
ハ
ー
ニ
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一
九
七
○
年
代
に
は
、
ア
メ
リ
カ
で
は
非
英
語
系
市
民
の
数
が
急
噌
し
、
州
レ
ベ
ル
で
の
立
法
化
が
進
ん
だ
。
そ
の
直
接
の
契
機
に
は
、

公
民
権
述
勤
以
降
の
反
人
械
差
別
主
義
の
高
揚
（
言
葉
に
よ
る
差
別
は
別
の
形
の
人
極
錐
別
た
り
う
る
）
、
障
害
者
差
別
の
解
消
へ
の
取

「
証
人
が
、
英
語
を
聴
取
な
い
し
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
、
あ
る
い
は
、
訴
訟
代
理
人
、
裁
判
所
、
陪
審
員
が
直
接
皿
解
で
き

る
程
度
に
英
語
で
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
証
人
を
剛
解
で
き
、
ま
た
、
証
人
が
珊
解
で
き
る
通
訳
が
、
立
替
の
上
証
人

（
Ⅶ
）
 

の
た
め
に
翻
訳
に
あ
た
ら
な
け
れ
ば
な
・
し
な
い
」
。

〈
Ⅱ
）

こ
れ
と
並
ん
で
多
い
の
が
、
法
文
上
も
「
必
要
な
場
〈
口
に
は
、
…
…
通
訳
が
宣
誓
の
上
…
…
」
と
裁
判
所
の
裁
蹴
権
を
広
範
川
に
認
め

る
、
イ
リ
ノ
イ
州
法
タ
イ
プ
の
立
法
例
で
あ
る
。

変
わ
っ
て
い
る
の
は
ニ
ュ
ー
・
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
法
で
、
同
法
は
、
公
費
通
訳
の
川
意
す
べ
き
言
語
の
範
囲
を
イ
タ
リ
ア
語
、
ド
イ
ツ

語
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
、
ロ
シ
ア
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
、
イ
デ
ィ
ッ
シ
語
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
、
ス
ラ
ブ
語
、
ギ
リ
シ
ャ
語
に
限
定
し
て
い
る
。

当
然
な
が
ら
、
他
の
言
語
を
使
用
す
る
者
は
自
費
で
通
訳
を
雇
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
法
の
下
の
平
等
の
原
則
に
照
ら
し
て
問
題

（
脳
）

が
残
ろ
う
。

法
学
志
休
第
八
十
七
巻
銅
四
号

六
川

ト
ン
、
ウ
ェ
ス
ト
・
バ
ー
ジ
ニ
ア
）
で
あ
っ
た
。
な
お
、
コ
ロ
ラ
ド
州
は
通
訳
の
報
酬
、
ア
ー
カ
ン
ソ
ー
、
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
の
両
州
で
は
、

迦
訓
の
報
酬
及
び
宣
汗
に
関
し
て
の
み
立
法
が
存
在
し
た
。
以
上
の
も
の
以
外
の
川
に
は
な
ん
ら
か
の
立
法
が
あ
っ
た
。

諸
州
の
立
法
の
う
ち
で
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
法
タ
イ
プ
、
つ
ま
り
、
（
３
）
公
費
の
通
訳
を
う
ろ
被
告
人
の
権
利
を
否
定
し
、
事

項
を
も
っ
ぱ
ら
哉
判
所
の
訴
訟
脂
抓
椛
に
雄
づ
く
奴
銚
の
範
川
内
の
問
題
と
し
、
（
Ⅱ
）
通
訳
の
つ
く
範
川
を
限
定
し
て
、
証
人
の
み
を

対
象
と
し
、
被
告
人
も
証
言
台
に
立
つ
と
き
の
み
恩
恵
を
受
け
る
、
と
す
る
立
法
例
が
多
か
っ
た
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
立
法
は
次
の

し
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
。
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ミ
シ
ガ
ン
、
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
の
川
法
は
、
通
訳
を
聴
覚
障
需
者
、
言
語
障
麺
叩
者
の
た
め
の
手
話
通
訳
と
と
も
に
保
障
し
た
。

「
も
し
そ
の
者
が
、
英
語
の
理
解
力
な
い
し
会
話
力
に
欠
け
、
あ
る
い
は
、
聴
力
障
害
背
、
言
語
障
害
者
で
あ
る
た
め
に
、
自
分
に
対

す
る
起
訴
の
内
容
を
十
分
に
剛
解
で
き
ず
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
に
適
切
に
反
論
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
思
わ
れ
た
と
き
、
あ
る
い
は
、

こ
の
会
話
障
害
な
い
し
そ
の
他
の
身
体
障
害
の
た
め
に
自
己
の
権
利
の
防
御
に
つ
い
て
不
利
な
立
場
に
あ
る
と
思
わ
れ
た
と
き
は
、
…
…

（
旧
）

資
桁
の
あ
る
通
訳
を
低
命
し
て
汕
訳
に
あ
た
ら
せ
る
べ
き
で
あ
る
」
。

ミ
シ
ガ
ン
州
法
は
、
通
訳
の
つ
く
範
囲
を
証
人
に
限
る
こ
と
な
く
、
非
英
語
系
被
告
人
が
必
要
と
す
る
す
べ
て
の
場
合
に
拡
大
し
て
い

る
点
で
も
注
目
さ
れ
る
。
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
、
ニ
ュ
ー
・
ジ
ャ
ー
ジ
ー
両
州
の
立
法
も
同
趣
旨
で
あ
る
。

一
〃
、
ア
メ
リ
カ
各
地
の
判
例
を
概
観
し
て
み
る
と
、
川
瓢
蚊
判
の
法
廷
に
適
切
な
通
訳
を
配
側
す
る
必
要
性
は
、
広
く
認
め
ら
れ
て

き
た
。
し
か
し
、
判
例
を
詳
細
に
点
検
し
て
み
る
と
、
古
く
か
ら
奴
判
所
が
認
め
て
き
た
の
は
、
被
告
人
や
証
人
の
英
語
の
皿
解
力
や
会

話
力
の
欠
如
が
訴
訟
の
迦
常
に
も
た
ら
す
陳
謝
を
除
去
し
よ
う
と
い
う
発
想
で
あ
っ
て
、
彼
俗
人
の
椛
利
を
保
障
し
よ
う
と
す
る
発
想
で

（
川
）

は
な
い
。
適
切
な
裁
判
の
運
営
の
確
保
は
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
の
内
容
の
一
部
で
あ
る
か
・
わ
、
こ
う
し
た
発
想
に
も
積
極
的
な
意
味
が
な

い
で
は
な
い
が
、
裁
判
所
と
し
て
の
関
心
の
純
川
は
狭
い
し
、
認
め
ら
れ
る
の
は
、
故
判
所
や
陪
審
の
理
解
を
助
け
る
た
め
に
英
語
以
外

の
言
葉
に
よ
る
証
言
を
英
語
に
翻
訳
す
る
、
限
定
的
で
一
方
通
行
的
な
通
訳
で
し
か
な
い
。
こ
の
発
想
か
ら
す
れ
ば
、
裁
判
官
が
自
ら
そ

（
、
）

の
一
一
局
蝋
を
Ⅲ
解
し
、
翻
訳
し
て
記
録
を
つ
け
ら
れ
る
と
き
に
は
通
訳
が
い
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
立
場
の
判
例
も
あ
る
。

蚊
判
を
受
け
る
椛
利
と
通
訳
を
求
め
る
縦
列
（
江
橘
）

六
五

立
法
化
が
進
ん
だ
。

り
組
み
の
強
化
、
画
川
的
な
判
例
及
び
迎
川
法
の
立
法
化
の
助
き
が
も
た
ら
し
た
刺
激
な
ど
が
あ
る
。

一
九
七
五
年
ま
で
に
、
ハ
ワ
イ
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
、
カ
ン
サ
ス
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー
、
ミ
ズ
ー
リ
、
モ
ン
タ
ナ
、
バ
ー
モ
ン
ト
の
各
州
で
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法
学
志
林
第
八
十
七
巻
簸
川
ザ

ユ
ハ
ー
ハ

裁
判
所
の
都
合
が
優
先
さ
れ
る
と
き
に
は
、
彼
止
ｎ
人
の
側
が
適
切
な
時
期
に
法
廷
通
訳
の
配
備
を
請
求
し
な
か
っ
た
こ
と
が
、
容
易
に

（
Ⅶ
）
 

権
利
の
放
棄
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
弁
幾
通
訳
、
つ
ま
り
、
公
判
の
場
で
、
被
小
口
人
に
、
眼
》
川
で
巡
行
し
て
い
る
手
続
き
、

自
分
に
不
利
な
証
言
者
の
証
言
の
内
容
な
ど
を
伝
え
、
弁
護
人
と
の
会
話
を
助
け
る
通
訳
の
必
要
性
が
認
識
で
き
な
い
。
ま
し
て
、
公
判

前
の
弁
謎
人
と
の
打
ち
合
せ
で
の
通
訳
の
必
要
性
と
な
る
と
、
哉
判
所
の
関
心
は
一
価
希
苅
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
消
極
的
な
対
応
を
ひ
き
だ
し
た
理
由
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

第
一
に
、
上
に
細
介
し
た
よ
う
に
、
伝
統
的
な
考
え
方
で
は
、
法
廷
通
訳
制
度
の
趣
旨
は
奴
判
所
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
被
告
人
の

権
利
の
擁
護
と
い
う
観
点
が
比
較
的
に
弱
く
な
る
。

第
二
に
、
裁
判
所
の
目
か
ら
み
れ
ば
、
法
廷
通
訳
の
配
術
を
し
な
く
て
も
、
実
際
に
は
被
告
人
の
防
御
権
に
悪
影
糾
を
及
ぼ
し
て
い
な

い
こ
と
が
ま
ま
あ
っ
た
。
英
語
が
完
全
に
分
か
ら
な
い
場
合
に
は
通
訳
の
必
要
性
は
比
較
的
に
明
白
で
あ
る
が
、
英
語
の
理
解
が
多
少
あ

り
、
不
十
分
な
隈
度
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
本
当
に
通
訳
が
必
要
な
の
か
、
そ
れ
と
も
叩
な
る
審
皿
遅
洲
の
法
廷
戦
術
な
の
か

の
判
断
が
と
く
に
難
し
い
。
ま
た
、
弁
護
人
は
英
語
に
通
じ
て
い
る
の
で
、
法
廷
通
訳
が
い
な
く
て
も
、
英
語
で
な
さ
れ
た
被
告
人
に
不

利
な
証
言
へ
の
反
対
尋
問
は
弁
護
人
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
論
点
も
あ
る
。
比
較
的
に
古
い
判
例
で
は
、
被
告
人
に
英
語
の
証

（
Ⅳ
）
 

〈
旧
）

一
一
一
一
口
の
内
容
を
伝
え
る
の
は
弁
護
人
の
職
務
で
あ
る
と
す
る
も
の
が
多
く
あ
っ
た
。
そ
の
巾
に
は
、
一
八
九
九
年
の
ヤ
マ
ネ
事
件
の
よ
う
に
、

証
人
が
英
語
、
中
国
語
、
ハ
ワ
イ
語
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
を
使
川
し
、
い
ず
れ
も
英
語
に
通
訳
さ
れ
た
が
、
被
告
人
の
理
解
で
き
る
唯
一
の

言
語
で
あ
る
日
本
語
に
は
通
訳
さ
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
裁
判
所
が
、
弁
護
人
が
英
語
を
理
解
し
て
い
た
の
で
問
題
は
な
い
と
し
て
反
対

尋
問
権
侵
害
の
主
張
を
否
定
し
た
も
の
も
含
ま
れ
る
。
日
系
移
民
労
働
者
の
事
例
で
あ
る
が
、
最
近
の
日
米
関
係
か
ら
見
て
、
興
味
あ
る

事
例
で
あ
る
。
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非
英
語
系
の
被
告
人
が
蝋
じ
て
い
た
不
満
は
、
合
衆
刷
に
お
け
る
少
数
言
語
の
使
川
打
へ
の
鵜
別
と
い
う
、
よ
り
一
肘
大
き
な
問
題
の

一
部
分
で
あ
っ
た
。
言
語
に
基
づ
く
差
別
に
対
し
て
は
、
平
等
条
項
を
使
っ
た
論
議
が
提
起
さ
れ
、
し
ば
し
ば
成
功
し
た
。
法
廷
通
訳
と

は
成
恢
に
側
係
な
い
が
、
一
九
七
○
年
に
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
岐
商
成
判
所
は
、
役
粟
椛
を
英
語
会
話
能
力
で
条
件
づ
け
た
州
の
鯉
法
規

（
川
）

定
を
平
等
条
項
述
反
と
し
て
廃
棄
し
た
。
述
邦
股
間
奴
判
所
は
、
一
九
六
四
年
公
民
権
法
の
タ
イ
ト
ル
Ⅵ
は
学
校
区
に
対
し
て
非
英
語
系

（
、
）

生
徒
向
け
の
英
誠
叩
訓
練
計
画
を
銘
術
す
る
よ
う
に
要
求
し
て
い
る
と
判
断
し
た
。

（
別
）

こ
れ
ら
の
成
功
例
と
比
較
さ
れ
る
の
が
、
以
下
の
失
敗
例
で
あ
る
。
一
九
七
一
二
年
の
カ
ル
モ
ナ
事
件
で
は
、
ス
ペ
イ
ン
語
し
か
話
さ
な

蚊
判
を
受
け
る
椛
利
と
迦
訓
を
求
め
る
権
利
（
肛
檎
）

六
七

第
三
に
、
犯
罪
の
事
案
が
さ
ほ
ど
に
深
刻
な
も
の
で
な
い
場
合
に
は
、
法
廷
通
訳
の
配
備
と
い
う
手
間
を
省
略
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な

り
や
す
い
。
逆
に
言
う
と
、
戒
判
所
が
法
廷
通
訳
問
題
に
気
を
つ
か
う
の
は
重
要
な
犯
罪
、
と
く
に
殺
人
珈
件
の
成
判
で
あ
る
場
合
が
多

い
。
さ
す
が
に
、
人
の
生
命
が
か
か
っ
た
哉
判
で
は
値
菰
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

第
川
に
、
法
廷
通
訳
の
配
術
に
は
世
川
が
多
く
か
か
る
と
い
う
難
点
が
あ
る
。
栽
判
所
が
法
廷
迦
訓
を
他
川
し
よ
う
と
し
て
も
、
適
当

な
背
が
見
つ
か
ら
な
い
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
を
カ
バ
ー
し
て
、
優
秀
な
通
訳
を
孫
川
し
よ
う
と
す
る
と
、
ど
う
し
て
も
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

以
上
に
、
職
業
的
な
通
訳
の
ほ
う
を
信
頼
し
が
ち
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
職
業
的
な
通
訳
は
多
忙
で
あ
り
、
そ
の
も
の
を
拘
束
す
る
に
は
、

ｒ
卯
川
で
の
典
付
け
が
必
凹
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
伝
統
的
な
立
場
に
つ
い
て
、
哉
判
所
を
一
力
的
に
非
難
す
る
の
は
フ
ェ
ア
ー
で
な
い
。
す
で
に
触
れ
た
よ
う

に
、
刑
事
放
判
通
訳
制
度
を
被
告
人
の
人
権
の
角
度
か
ら
問
題
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
主
と
し
て
は
六
○
年
代
以
降
で
あ
り
、

社
会
生
活
の
諸
側
而
で
言
語
に
よ
る
差
別
を
点
検
す
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代
背
景
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
次
の
指
摘
が
興
味
を
Ⅵ

〃Ｅ、。
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法
学
志
林
第
八
十
七
巻
第
四
号

六
八

い
桶
祉
受
給
打
が
、
冊
祉
の
満
期
の
通
知
は
ス
ペ
イ
ン
鉱
、
で
印
刷
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
失
敗
し
た
。
同
年
の
グ
ェ
レ
ロ

（
型
）

事
件
で
も
、
失
業
保
険
の
受
給
巾
訓
に
関
し
て
、
州
が
、
ス
ペ
イ
ン
語
し
か
制
さ
な
い
人
に
対
し
て
、
ス
ペ
イ
ン
誠
叩
で
の
而
接
、
小
川
知
そ

の
他
の
ス
ペ
イ
ン
語
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
は
か
ら
な
く
て
も
、
ス
ペ
イ
ン
語
系
市
民
に
対
し
て
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
侵
害
に
な

（
羽
）

る
こ
０
と
は
な
い
と
さ
れ
た
。

結
局
、
法
廷
皿
訳
制
度
の
問
題
も
、
こ
う
し
た
言
蝋
に
よ
る
鑑
別
の
問
題
の
馴
征
化
と
歩
測
を
合
わ
せ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

（
１
）
ｎ
．
ヨ
ョ
印
。
一
・
・
日
す
の
両
一
両
ゴ
【
【
ｏ
ふ
う
『
。
房
ｅ
『
の
【
の
『
．
．
。
い
い
訶
巨
【
、
の
り
Ｆ
・
丙
・
Ｚ
、
。
一
一
『
（
こ
『
Ｃ
）
。

（
２
）
ヨ
ゴ
一
三
窪
ヨ
ソ
・
国
切
．
Ｃ
Ｑ
『
一
．
泥
・
菖
豐
ｃ
・
一
口
。
シ
詞
一
富
一
・
：
旨
（
・
『
Ｃ
『
・
【
３
｛
（
）
『
一
一
】
命
Ｐ
（
。
。
３
つ
冨
、
で
『
２
３
鮠
｛
・
『
『
ず
冠
Ｚ
。
。
－
ｍ
。
×
一
一
躯
ゴ
ー
⑫
刊
・
六
一
．
元
Ｃ
命
（
３
：
。
（
．
．
．

（
Ｍ
）
ご
く
胃
『
ａ
で
Ｐ
ヨ
ロ
○
○
・
急
・
［
コ
ユ
巨
ソ
（
『
旨
一
○
）
『
ゴ
・
・
い
◎
⑩
『
一
一
ご
Ｐ
』
い
ふ
Ｚ
両
】
い
『
卯
灰
色
ケ
【
日
色
。
こ
・
、
『
◎
君
。
。
←
幻
一
々
ゴ
Ｐ
（
小
句
）
台
Ｐ
ｎ
口
ご
儲
○
い
く
．
（
〉
○
コ
目
一
句
い
・
単
酉
『
２

房
い
⑭
。

￣､￣、￣、〆、グー、－，

をじじＬｌｕ１２且
参
！(（冨二イカ刃百
のヨーリリョヨ

ミ蝋ｊドミ盲
、－

（
３
）
⑪
【
三
ｍ
己
。
、
■
ず
。
△
一
（
』
＠
】
←
）
】
⑫
ズ
ン
【
い
】
い
・
』
い
⑪
で
い
の
⑭
．
⑭
の
シ
Ｆ
詞
幽
」
い
①
⑭
。

（
０
冊
）
ぐ
―
―
ず
。
「
ｘ
ゴ
ー
く
．
⑪
【
②
【
の
。
←
。
シ
『
一
Ｎ
・
い
引
・
』
い
て
い
△
睦
］
。
（
］
①
⑭
軌
）
印
で
８
℃
｜
の
ご
・
亘
邑
【
ゴ
コ
】
一
一
。
（
。
．
〕
易
○
二
・
⑭
Ｃ
『
・
属
噌
勺
・
認
（
］
Ｅ
←
）
。

（
５
）
Ｃ
色
『
の
一
口
『
．
⑪
【
昌
乍
・
］
い
』
『
の
〆
．
ｎ
『
・
幻
・
ｕ
ｃ
ｍ
。
⑭
】
。
“
・
二
「
・
噌
口
ｕ
Ｚ
．

（
６
）
⑭
臼
【
の
く
・
ぐ
■
テ
ニ
ロ
側
・
局
】
勺
．
⑬
。
①
。
⑲
（
巳
凸
⑭
）
。

（
７
）
岡
〆
冒
』
『
局
、
□
。
。
－
い
・
］
『
酋
宅
い
○
ｍ
ｍ
①
（
■
⑪
←
の
）
。

（
８
）
百
『
の
菖
匡
『
色
く
一
。
ご
・
こ
い
、
白
一
・
シ
ロ
マ
圧
⑰
（
）
三
・
』
い
、
包
一
・
”
・
急
争
（
ご
臼
）
・

（
Ｕ
）
で
缶
「
「
笘
己
・
厄
日
殖
①
。
上
い
○
『
》
い
。
ｍ
抄
←
（
』
や
、
司
）
・

（
川
）
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
川
舐
拠
岨
Ⅲ
Ｑ
一
・
ｍ
く
こ
・
ｎ
ｏ
こ
の
昨
『
紺
（
皆
）
（
巳
研
）
・

（
Ⅲ
）
イ
リ
ノ
イ
川
法
三
・
シ
ョ
コ
・
切
国
【
．
、
ゴ
．
②
一
・
⑫
ミ
（
⑫
日
一
【
ず
‐
西
眞
ａ
ご
ｇ
）
・

（
吃
）
Ｚ
・
」
・
雌
Ｓ
【
．
⑫
⑱
シ
『
ご
‐
場
（
、
Ｅ
ロ
で
ご
α
①
）
・

（
皿
）
冨
一
、
夛
・
、
【
貝
・
シ
コ
コ
・
か
農
・
肩
α
⑤
（
］
）
（
⑪
：
「
》
．
ご
『
Ｃ
）
．
な
お
、
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
川
法
に
つ
い
て
は
、
三
１
・
シ
コ
コ
・
ｎ
Ｃ
１
命
窒
『
【
・
日
．

⑦
鱈
、
画
一
露
・
Ｐ
・
幻
・
切
○
】
・
“
こ
い
．

⑫
ａ
い
雪
（
色
）
（
』
②
ａ
強
）
。
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三
汕
訓
選
価
の
於
耶

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
考
察
の
巾
で
、
具
体
的
に
法
廷
迦
択
を
孫
川
す
る
に
際
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
於
轆
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
一
に
、
抜
廷
通
訳
の
必
要
性
が
判
断
さ
れ
る
。

（
１
）
 

（
２
）
 

そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
、
彼
止
呵
人
の
英
語
の
皿
解
〃
が
洲
く
ら
れ
る
。
ほ
ん
の
一
例
だ
が
、
一
九
四
一
一
年
の
マ
サ
ト
・
カ
ル
マ
ィ
躯
件

で
は
、
被
告
人
は
英
語
が
理
解
で
き
な
い
の
に
、
第
一
審
の
裁
判
所
は
そ
れ
を
無
視
し
て
、
英
語
の
証
言
を
日
本
語
に
通
訳
し
な
か
っ
た

と
言
う
皿
川
で
擁
訴
さ
れ
た
。
搾
訴
瀞
の
成
判
所
は
、
被
告
人
が
一
八
年
も
〈
Ⅱ
衆
囚
に
隅
化
し
、
レ
ス
ト
ラ
ン
を
経
営
し
、
珈
件
に
つ
い

て
警
察
官
と
会
話
し
、
健
康
状
態
に
つ
い
て
医
者
と
話
し
合
う
な
ど
、
英
語
を
使
っ
て
生
活
し
て
い
た
事
実
を
指
摘
し
て
、
法
廷
通
訳
が

鮫
判
を
受
け
る
椛
利
と
迦
訓
を
求
め
る
権
利
（
江
橋
）

六
九

（
加
）
Ｆ
２
く
・
ｚ
－
ｎ
ゴ
○
一
い
・
含
ム
ロ
・
叩
・
ｕ
Ｂ
（
巳
冒
）
・

（
剛
）
ｎ
色
『
ョ
。
。
ｍ
』
亀
・
い
す
区
［
一
命
一
ユ
・
合
い
『
．
⑭
。
凶
勿
（
Ｓ
国
）
・

（
型
）
Ｃ
ｐ
ｍ
『
『
の
『
ｏ
く
．
（
〉
“
【
－
８
口
・
し
、
ロ
ー
・
い
」
②
○
強
・
』
同
勺
．
⑭
△
、
斡
酋
（
】
①
『
い
）
．

（
郡
）
写
、
ラ
ー
ー
ー
ー
ご
『
ゴ
８
．
唾
．
Ｃ
ｎ
丁
目
ね
・
罠
：
ロ
、
一
口
・
』
Ｒ
：
」
（
》
：
目
．
【
の
『
ロ
『
の
【
句
『
ソ
３
「
【
ず
。
［
）
の
（
９
，
ｍ
加
０
月
勺
『
。
、
リ
ゾ
｛
・
「
【
ず
。
Ｚ
○
コ
１
，
コ
宛
一
一
い
ず
１
⑪
ロ
２
六
一
．
天
【
〕
の
（
⑦
且
：
｛
：
・

か
単
ｎ
曲
一
一
「
．
Ｆ
・
詞
・
戊
○
』
・
的
○
二
・

（
川
）
”
の
目
ケ
ー
汀
。
（

（
川
）
、
；
【
『
ｏ
く
．
⑰
｛
町

も
同
趣
旨
で
あ
る
。

〈
脇
）
⑪
句
ゴ
こ
つ
一
．
『
く
・
冗
原
ｖ
句
一
一
・
竃
司
の
ｘ
・
⑰
⑭
．
』
α
、
こ
ぐ
浅
み
即
巨
自
天
く
・
乏
の
江
目
の
『
・
＠
弓
２
．
Ｃ
く
・
レ
ロ
ロ
・
金
一
・
㈱
＠
の
三
●
一
ｓ
・

（
町
）
で
、
（
）
▽
一
旬
く
・
エ
の
『
ゴ
ロ
。
。
β
・
唾
》
。
、
い
」
農
⑨
。
】
『
Ｃ
ｚ
珂
筐
Ｓ
⑭
（
ろ
①
Ｃ
）
》
で
８
℃
一
ｍ
く
．
、
⑰
【
色
二
Ｋ
．
い
ろ
。
②
一
・
シ
ロ
で
・
い
ユ
①
。
⑤
・
農
Ｃ
笛
一
・
両
．
『
罰
（
】
患
い
）
》
（
〉
毎
「
く
『
一
コ
－

斤
沸
く
。
、
。
×
。
い
い
◎
司
・
い
△
晩
い
。
（
一
℃
の
い
）
・

〈
Ⅳ
）
向
い
８
ケ
国
『
こ
・
⑭
臼
【
の
。
②
。
シ
『
一
Ｎ
．
】
い
む
〈
巳
い
、
）
⑭
穴
冒
い
｝
・
・
シ
ゴ
困
色
『
・
『
四
色
尹
・
色
一
一
い
己
（
】
⑪
⑰
⑪
）
釦
Ｎ
Ｅ
。
畠
。
『
．
⑩
臼
【
句
。
⑦
②
月
２
．
，
ユ
ョ
・
段
・
】
暫
勿
の
二
「
。
“

（
巳
〕
］
）
⑪
Ｆ
こ
の
罰
］
く
。
⑭
百
一
代
。
】
い
←
『
の
×
。
（
Ｕ
『
一
「
ゴ
。
①
。
司
・
の
い
、
ご
く
唾
ユ
⑤
や
＠
（
こ
い
単
）
・

（
川
）
”
の
で
ロ
ケ
一
一
句
。
（
餌
Ｐ
夢
・
昌
一
『
・
ペ
Ｐ
。
国
己
ｍ
・
国
頭
②
手
・
堅
二
ｍ
①
（
】
⑪
ｇ
）
・

（
川
）
、
；
【
『
ｏ
く
．
⑰
｛
雪
５
牌
、
色
一
．
い
こ
い
圏
・
急
の
厄
＆
⑬
食
（
ご
『
Ｃ
）
。
な
お
、
⑫
｜
の
『
：
こ
・
で
。
『
ｓ
一
句
い
菖
目
－
９
日
－
い
○
ず
。
○
一
Ｄ
デ
ー
・
・
さ
＠
『
．
⑭
旦
巨
合
（
』
臼
ゴ
ロ
【
・
】
し
『
△
）
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るIDI打ろ火偏の’'１ｉｉｉ分不
と親の一の兄成立法第なき第にさま必
しへと兄方川の判（！'ｉ廷三おつ二可らた要
た」比弟で合あでに通に、てにＩｌＥに、で
。校が、１１る、疑訳、証論ｊｍで、３１１１あ
奴し、ほ、者被’１１１は通言点制くあ彼人る法

;'て!“Ｗｉｌ洲緊;洲fllMjlillit灘
といＬｌｉｊｍルノ|}でる件公がつノノ、と１１’た林
しず件訳１１Aであ折にｊｌｉｌｌ１たが彼介すＩｊｊｉ第
てれの背（'しあOが利さし判’'１１〈!；識ろ審八
はが戒をすりＵＩｆｊｍ害を〈例題人人言蚊十

七
、ｉ１，判兇れ、
よ訳のつば不万糊学ｌｌｉｌ：：％：洲繼
Dに手け〈!；公１１あの雌さ当る利ミ彼の第
関通話ろｉｌｉｉｊ１ｉ撃たな保れら゜益ユイ!『判四
係（Ｈｊｌｎこをで者るいすなな〃ｉは二人断号
ので訳と！[〔あでこ者るかい廷多ケのに
うあをがりろもとでかつｏｊｕｉ少ｌＦｌ１は
するっ不下とあがあがた訳はシ解奴
いかと可げさるあるＩＭＩとが救ヨで１，１
もをめ能るれるるこ題き能済ンき権
の〉トリてでとた聡。ととにノノさをろの
がＷｉよ’ゴ、判党述がなはにれとb行
望すいな恐決・ノ|ｌ望ろ、火ろるの使
まろかかｌＩｕが発跳まうそげこ能での
したどつにあへ）Ｉｉ判し。のてとノノあ誤
いぬうたなるど肺所い予訂l；いにのるD
とにかかり。害の。断拠たなイリ・と１１
幹、がらか事の》卜l’し、能たる無きな
え’1冊’１Ｍでね件女Ｉ研かIliiiノノめのｔはい
る辮題あなのヤｋだしＩｉ１Ｉが にで作、と
がｕとるい’'１２のが、の否、あ川被判
、のな゜言質証、実あ定談るす〈!；示
親過つ－１ﾘ１が言一際ろさ訳。る人し
族席たノＬを夫を几に通れへが。のて
をし。{_；行の火七は訳る』ｌｌｆ弁たい
排た奴二つ感に○、の。上弧めろ
除と判イI；て情ｊ、{'2通｜ルた人の・
すこ所におを訳に切除リドがｊ、
ベろはミリ逆さ、なと例被訓
きで、ズ、なせ強通言１１告は
だ、利｜強でた姦訳つあ人不
と１Ｍｊ害リ庇す）'’’１者てると必
考ｌｌＩｌＩＨ１１のるの的がもの会要
えを係州仏ｉとノムで発よだ話で
たイアがで兄と判の兄いがすあへ七
のうよ、がも所Ｉ１ｉで。、るる』○
でくりＩＭＩ恐にの届きそこ゜
はき希覚れ、Ｉｌｆ役なれと
なで薄｜鰍らこIiy（人〈がが
いあな解れのがＪ|』てｉｌ（光
｡ 、 、
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偏すたああ立が採
見る矛なりつ証遡求）|ｌこ
のの断お、たし訳たのの
存’よ、、イ『となに、足ほ
在容偏ｉｍｊＩ１はけ他１，１兆か
を易見訳に言れ)ｌ１ｊ１Ｌがに
1ｍなのはなえばすがお６
ｌｈこ立宣るななる恐の、
(こと証誓こいらこれお利
しで貴しととなとらの害
た１１任なをいいへれ具ＩＨＩ
通なはけ強うののる体係
訳い、れくこでｙｌｌも的者
人う異ば望とあ識うにで
のえ識なむでつが一検は
､忌（こをら者あてｊ２つ討、
避、とずでる、けのさ証
は逆な、あ。そら灯ｉれ人
、訳え偏る一れれｌｉｌての
実入る兄と方がたでいlillへ
際と彼をし、な。ある縁Ｌ
にの告もて被い判る。、
は１１１１人つ、告ｌＩｌ例仙強
伽ののて｝ル人りが在ＨＩｉ
ｌｌｌ感側不除を、強｜M１の
でＩｉ１ｉに公さ地Ｉ１ｉｉＭ係彼
は的あ平れｌ１ｌｉにし打害
なへなるなてし捜ての荷
いＵ卜と通いた杏い通の
。ラさ訳る隣当る訳息ヘ
プれを。察局ので子旦
ルるしこ１．〈打Ｉｉは、
がのたの水を、、証
生で場判人皿ｊ、肢人
とあ合例が訳訳近の
るDにはｊｕｉにのの兄へ
こ、ｌｉが訳し偏い 弟２
と法証股にたｊｉＬく、
に廷拠近なだ、っが
もでＩｉＥのつけ恕かＩｌｌｌ
な具力判へたで意の通
り体が例瞥ケはに判へと
か的否でＩ放つ例四な
れに定もスギI｜いでり
な偏さｉｉｉで所て、、
い見れ確はのは締採
・のるへ認、沢、察川
し有がＵさ古疋被官の
た無、れいに告を足
がをこて判へ課人検非
つ指うい（ｈｌＵｂ０１ｌｌ察、
て摘しるががで０１リ不

、 ｡ 

（
２
）
⑪
Ｂ
【
の
く
・
菖
色
凶
【
◎
宍
僅
『
ロ
ョ
印
二
・
ｓ
・
ロ
臼
ず
い
し
⑭
。
届
α
で
い
」
・
巳
△
『
（
】
①
ふ
い
）
．

（
３
）
祠
、
。
ロ
ー
ｍ
蒐
・
で
句
一
の
い
ユ
・
山
＠
円
一
一
・
㈹
Ｑ
い
、
⑪
。
い
い
司
溺
、
い
△
←
い
い
（
巳
の
⑰
）
ｍ
ｐ
５
一
一
砿
ぐ
・
シ
コ
Ｓ
ｏ
３
孫
・
い
『
⑫
勺
・
侭
ユ
ム
Ｃ
ｕ
（
』
③
の
い
）
》
で
８
つ
一
句
く
・
菖
目
目
。
５
コ
一
○
・
⑰
三
・

噛
○
⑦
。
。
』
い
い
ｚ
、
蝉
こ
い
』
⑭
（
】
ぬ
、
の
）
》
で
の
○
℃
一
命
く
、
⑫
○
一
ｑ
貝
。
い
い
二
一
・
唖
」
公
司
少
⑭
。
『
Ｚ
向
い
ユ
心
心
Ｐ
Ｃ
臣
『
〔
》
（
「
ぐ
．
（
〉
。
『
ゴ
ョ
○
二
三
２
一
三
・
】
し
い
×
巨
・
②
）
。
い
い
い
⑪
ご
『
←
『
（
〕
□
巴
）
・

（
０
旧
）
⑭
、
ず
ぢ
（
（
ご
◎
く
・
弓
ゴ
の
］
色
の
◎
ケ
、
『
筥
コ
ユ
。
｛
Ｚ
。
い
い
同
．
】
８
．

」
。
。
、
帆
。
。
、
ご
】
○
の
。
、
、
（
、
】
×
【
ず
、
旦
冨
。
。
）
・
く
○
一
・
い
つ
・
」
訓
⑭
．

（
｜
、
）
で
ユ
コ
の
⑥
く
。
、
の
｛
《
》
・
孕
瞠
の
『
・
㈱
」
⑰
『
、
（
】
④
『
Ｃ
）
・

麟
判
を
受
け
る
椛
刊
と
通
訳
を
求
め
る
樅
利
（
江
橘
）

七
一

（
１
）
で
α

〈】⑪③い）。

（
２
）
⑪
ぽ

（
３
）
祠
ロ で
⑱
。
▽
庁
ぐ
。
く
。
。
罠
巨
－
－
９
△
◎
ユ
・
巨
○
、
色
一
・
シ
ロ
ロ
．
⑭
ユ
い
め
の
・
暖
⑦
勺
・
い
ユ
△
。
⑭
（
』
⑫
い
い
）
⑪
勺
の
。
ロ
一
ｍ
『
・
両
切
臼
づ
く
。
⑤
】
。
、
色
一
・
シ
▽
▽
．
⑭
」
の
Ｓ
・
ぬ
の
ｎ
口
一
・
丙
，
酬
引

■
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（
ｂ
）
〈
法
廷
通
訳
人
の
認
定
制
度
、
そ
の
他
の
資
桁
迦
訳
打
、
通
訳
人
リ
ス
ト
、
報
酬
航
〉

（
｜
）
小
務
川
艮
は
、
合
衆
国
を
当
収
背
と
す
る
蛾
判
手
続
き
に
お
い
て
、
聴
覚
陳
謝
折
（
発
両
陳
撫
の
汀
擁
を
問
わ
な
い
）
ま
た
は
も
っ
ぱ
ら
な
い
し
主
と

し
て
英
語
以
外
の
言
語
を
話
す
者
の
た
め
に
法
廷
迦
訳
人
の
認
定
制
皮
が
必
要
で
あ
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
認
定
に
関
す
る
岨
定
を
定
め
、
迦
訳
人
の
適
否
を

判
断
し
、
認
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

耶
務
局
長
は
、
と
く
に
あ
る
特
定
の
言
語
に
つ
い
て
法
廷
通
訳
人
の
需
要
が
あ
る
と
自
ら
思
料
す
る
と
き
は
、
い
か
な
る
言
語
で
あ
っ
て
も
法
廷
通
訳
人
の
認

定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
合
衆
同
司
法
会
議
か
ら
特
定
の
言
語
に
つ
い
て
法
廷
汕
訳
人
を
認
定
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
小
務
局
長
は
当
披
誌
譜
に

つ
い
て
皿
訳
人
の
認
定
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〈
参
考
〉

ア
メ
リ
カ
の
一
九
八
八
年
法
廷
通
訳
法
（
見
川
し
の
〈
〉
部
分
は
訳
者
の
椰
人
）

一
八
二
七
合
衆
川
奴
判
所
の
皿
択

（
こ
く
法
廷
皿
訳
人
認
定
制
庇
の
活
川
促
進
の
計
画
〉

合
衆
国
政
判
所
小
扮
局
長
は
、
合
衆
囚
を
当
獅
者
と
す
る
成
判
手
続
き
に
お
い
て
認
定
法
廷
皿
訳
人
及
び
他
の
溢
絡
汕
訳
人
の
使
川
が
促
進
さ
れ
る
計
画
を
た

て
な
け
れ
ば
介
孚
ｂ
な
い
。

法
学
志
休
第
八
十
七
巻
第
四
号

七
二

（
６
）
宍
一
旦
ご
・
シ
ケ
の
一
一
・
全
匿
い
ご
く
い
」
日
切
〈
】
や
闇
）
．

（
７
）
Ｆ
Ｅ
］
首
く
・
ロ
．
⑭
．
。
⑭
。
①
同
．
⑭
ユ
ｓ
ｏ
（
］
④
ｇ
）
．

（
８
）
【
ど
く
・
の
日
【
の
。
⑭
の
Ｃ
シ
『
天
，
①
臼
。
。
上
い
⑫
言
い
二
ｓ
、
（
ご
認
）
．

（
９
）
穴
。
国
琢
く
・
ｎ
ｏ
ヨ
ョ
○
．
三
景
一
一
二
・
Ｊ
の
、
⑫
く
ぐ
い
ユ
ム
ム
、
（
己
司
、
）
・

（
叩
）
Ｆ
四
Ｄ
Ｏ
Ｐ
員
『
．
⑫
白
【
の
。
い
い
ゴ
ロ
蛍
』
巴
・
層
『
⑪
両
Ｅ
巴
（
己
司
の
）
》
で
８
℃
一
句
こ
・
弓
。
「
『
研
・
屍
二
一
・
シ
▽
で
・
い
こ
し
い
】
・
型
】
Ｃ
ｚ
ｍ
い
」
認
。
（
】
弓
奎
）
》
⑰
旨
【
Ｃ
ぐ
・
Ｄ
Ｃ
『
一
郎
一
．

い
む
。
『
・
少
己
ロ
・
切
○
『
・
Ｊ
ｂ
悼
宅
．
⑭
旦
巳
。
『
（
巳
『
①
）
・

（
Ⅲ
）
三
一
い
一
一
天
ぐ
。
、
菌
【
の
．
】
、
上
閂
。
。
．
『
唖
。
ご
Ｃ
Ｚ
ｍ
⑭
臼
（
こ
】
。
）
・

（
吃
）
○
○
目
白
｜
○
い
く
．
⑪
臼
（
の
。
』
『
、
シ
ｍ
こ
こ
』
（
這
刮
『
）
・

（
、
）
両
匡
ケ
命
『
乏
愚
く
。
Ｆ
色
（
〉
。
『
ゴ
ロ
ロ
、
口
】
の
。
ｎ
コ
の
「
皀
一
の
『
『
■
弓
３
【
一
色
。
［
一
Ｃ
Ｅ
ｍ
。
い
い
可
．
、
⑫
○
・

（
Ⅱ
）
シ
コ
ロ
。
【
回
二
。
月
Ｃ
『
い
△
自
重
－
２
二
。
。
．
（
。
『
ワ
旨
妨
．
。
（
○
コ
の
。
｛
｛
の
訂
、
ユ
ヴ
ヨ
（
の
『
や
『
口
〔
９
。
（
（
瓜
ニ
ョ
○
．
く
。
②
シ
ト
幻
←
【
ず
】
認
．
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邪
妨
局
艮
は
、
水
法
の
対
象
と
な
る
す
べ
て
の
司
法
乎
統
さ
に
お
い
て
肢
断
水
小
の
服
確
さ
が
維
持
さ
れ
る
よ
う
、
舷
Ⅶ
所
が
演
怖
汕
択
打
を
怯
延
迦
択
人
に

選
抜
す
る
際
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
三
）
耶
務
冊
艮
は
、
認
定
眺
延
通
訳
人
お
よ
び
そ
の
他
の
尚
佑
迦
訳
者
を
す
べ
て
網
羅
す
る
リ
ス
ト
を
作
成
、
衙
皿
し
、
合
衆
脚
を
当
瓢
打
と
す
る
蛾
判
手

続
き
に
お
い
て
認
定
法
廷
通
訳
人
及
び
そ
の
他
の
資
絡
迩
訳
者
の
各
々
が
使
川
さ
れ
た
瓢
例
及
び
認
定
法
廷
通
訳
人
の
認
め
ら
れ
た
言
語
に
つ
い
て
、
定
期
に
報

告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
那
務
局
及
は
、
合
衆
脚
を
当
醐
打
と
す
る
成
判
手
続
き
で
使
川
さ
れ
た
認
定
法
廷
皿
択
人
及
び
そ
の
他
の
涜
桁
逝
訓
行
に
対
す
る
合

皿
的
な
州
酬
緬
我
を
定
め
、
こ
れ
を
定
期
的
に
脚
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
際
に
は
、
恥
研
局
長
は
、
他
の
政
府
機
関
で
の
同
種
の
作
業
へ
の
一
般
的

な
報
酬
額
を
考
慰
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
こ
く
法
廷
迦
訳
人
の
リ
ス
ト
の
縦
備
、
服
獅
の
箭
班
〉

二
）
辿
州
地
〃
殿
Ⅶ
所
は
、
抑
記
而
報
の
係
筍
す
る
洲
肌
と
し
て
、
ま
た
検
察
内
は
付
噸
と
し
て
、
水
法
（
ｂ
）
肌
に
し
た
が
っ
て
耶
扮
川
艮
が
認
定
し
た

法
廷
通
訳
人
を
す
べ
て
綴
城
し
た
リ
ス
ト
を
糠
川
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
〃
記
官
は
、
愛
求
の
あ
っ
た
と
き
に
認
定
法
廷
皿
訳
人
リ
ス
ト
が
刊
川
で
き
る
よ
う

に
擬
術
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
二
）
合
衆
脚
を
当
耶
舌
と
す
る
蛾
判
手
続
き
で
認
定
法
廷
汕
訳
人
な
い
し
そ
の
他
の
涜
桁
汕
訓
商
が
必
要
と
さ
れ
た
と
き
は
、
通
訳
人
の
服
扮
の
箭
剛
に
つ

い
て
は
、
裁
判
所
普
記
官
な
い
し
蛾
判
長
に
よ
っ
て
価
命
さ
れ
た
他
の
職
員
が
覚
任
を
負
う
。
但
し
、
政
府
側
の
証
人
に
関
し
て
連
邦
検
察
篇
が
通
訳
服
務
の
青

曜
の
責
任
を
負
う
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
ｄ
）
〈
法
廷
皿
択
人
の
使
川
、
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
録
肝
〉

（
二
合
衆
国
を
当
叩
打
と
す
る
敗
判
手
続
き
の
峨
判
長
は
、
、
身
の
発
愈
あ
る
い
は
訴
訟
当
耶
什
の
巾
し
立
て
に
よ
り
、
訴
訟
当
瓢
行
（
刑
馴
珊
件
の
弁
漉

成
判
を
受
け
る
縦
列
と
皿
訳
を
求
め
る
権
利
（
征
概
）

七
三

巡
Ⅲ
炊
判
Ⅸ
の
司
法
委
仙
会
か
ら
特
定
の
訂
諮
に
つ
い
て
法
廷
迦
訳
人
を
認
定
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
、
〈
川
衆
川
司
法
会
談
が
そ
れ
を
承
認
し
た
と
き
は
、
邪

務
局
長
は
当
該
巡
回
餓
判
区
内
で
使
川
さ
れ
る
通
訳
人
の
望
定
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

巡
川
峨
判
区
の
司
法
黍
、
会
は
、
管
幡
Ⅸ
域
内
の
各
地
殿
に
お
け
る
法
廷
通
訳
人
の
柵
婆
を
調
代
砿
認
し
、
災
汁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

耶
務
刷
艮
は
、
爪
準
（
学
歴
、
訓
練
、
経
験
な
ど
）
と
側
巡
さ
せ
た
災
技
試
験
の
結
果
を
腋
礎
に
し
て
法
廷
通
訳
人
の
認
定
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
務
局
長
は
、
本
法
施
行
後
一
年
以
内
に
本
項
を
実
施
す
る
た
め
の
規
則
を
制
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
二
）
水
洗
に
よ
る
法
廷
迦
訳
人
と
し
て
の
認
定
を
受
け
て
い
な
い
他
の
資
烙
迦
訳
打
を
法
廷
通
訳
人
と
し
て
使
川
で
き
る
の
は
、
本
項
二
）
に
よ
る
法
廷

汕
択
人
の
認
定
制
度
が
な
お
火
施
さ
れ
て
い
な
い
言
語
の
珊
件
、
そ
の
他
紹
定
抜
延
通
訳
人
が
水
法
（
。
）
頃
に
い
う
合
皿
的
な
範
川
内
で
利
川
で
さ
な
い
鳩
合

に
限
ら
れ
る
。
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人
を
含
む
）
ま
た
は
証
人
が
、

（
Ａ
）
も
っ
ぱ
ら
ま
た
は
ほ
と
ん
ど
英
語
以
外
の
言
語
を
話
す
か
、

（
Ｂ
）
聴
覚
障
害
（
同
時
に
発
声
陣
諜
を
持
つ
か
ど
う
か
に
関
わ
ら
な
い
）
を
有
し
て
お
り
、

そ
の
た
め
に
、
訴
訟
当
事
者
と
し
て
訴
訟
手
続
き
の
理
解
や
、
弁
護
人
ま
た
は
裁
判
長
と
の
連
絡
が
妨
げ
ら
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
、
証
人
と

し
て
尋
問
の
内
群
班
解
や
証
言
の
遂
行
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
と
判
断
す
る
と
き
は
、
合
衆
国
奴
判
所
郵
務
局
長
の
援
助
の
も
と
で
、
も
っ
と
も
適
切
な
認
定
法
廷

通
訳
人
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
欠
け
た
と
き
に
は
そ
の
他
の
資
烙
通
訳
者
に
通
訳
業
務
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
二
）
当
事
者
が
請
求
し
た
場
合
に
は
、
哉
判
長
は
、
本
法
に
よ
っ
て
通
訳
が
使
川
さ
れ
て
い
る
司
法
手
続
き
に
お
い
て
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
の
録
音
を
行
う

よ
う
命
じ
る
か
否
か
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
決
定
の
際
に
は
、
当
該
の
法
廷
通
訳
人
の
資
両
及
び
司
法
手
続
き
で
の
法
廷
皿
択
経
験
の
、
朧
、
法

廷
通
訳
の
認
定
制
度
の
導
入
さ
れ
て
い
な
い
言
語
で
あ
る
か
否
か
、
手
続
き
の
複
雑
性
な
い
し
長
期
性
、
な
ど
に
配
噸
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
起
訴
陪
講
手
続

き
に
お
い
て
被
告
発
者
が
請
求
し
た
鳩
合
は
、
哉
判
長
は
、
手
続
き
の
中
で
法
廷
通
訳
人
が
使
用
さ
れ
た
部
分
の
録
音
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ど
く
不
適
切
な
通
訳
人
の
腿
免
、
城
判
艮
に
よ
る
不
当
な
迦
訳
採
川
拒
否
の
場
合
の
描
慨
〉

二
）
法
廷
通
訳
人
が
、
裁
判
長
、
連
邦
検
察
官
、
当
事
者
（
刑
事
事
件
の
弁
護
人
を
含
む
）
ま
た
は
証
人
と
十
分
に
意
恐
疎
通
が
で
き
て
い
な
い
と
き
は
、

成
判
災
は
、
こ
の
荷
を
罷
免
し
、
水
松
に
腿
づ
い
て
新
し
い
法
廷
通
訳
人
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
二
）
合
衆
国
を
当
馴
背
と
す
る
餓
判
手
続
き
で
、
成
判
長
が
水
頂
（
。
）
に
よ
る
法
廷
迦
訓
人
の
選
価
を
行
わ
な
い
と
き
は
、
法
廷
迦
訳
人
の
配
伽
を
諭
求

し
た
者
は
、
認
定
法
廷
通
訳
人
の
助
力
を
得
る
よ
う
に
法
廷
書
記
官
な
い
し
合
衆
国
裁
判
所
事
務
局
長
に
援
助
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
１
）
〈
権
利
の
放
棄
、
私
選
通
訳
、
山
川
負
担
〉

（
二
本
法
（
ｄ
）
項
に
よ
り
法
廷
迦
訳
人
を
求
め
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
通
訳
を
受
け
る
権
利
を
一
部
分
な
い
し
全
部
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

し
、
証
人
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
こ
の
通
訳
人
の
放
棄
は
、
そ
の
者
が
弁
護
人
ら
と
協
議
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
、
ま
た
、
戒
判
長
か
ら
、
も
っ
と
も
適
切
な
認

定
法
廷
通
訳
人
、
ま
た
そ
れ
が
合
剛
的
に
確
保
で
き
な
い
と
き
は
放
判
長
が
決
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
他
の
斑
烙
通
訳
背
の
皿
択
を
活
川
す
る
こ
と
、
こ
の
権
利

を
放
棄
す
る
こ
と
の
性
質
と
効
果
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
た
あ
と
で
、
記
録
上
明
示
さ
れ
て
放
棄
さ
れ
た
と
き
に
は
じ
め
て
効
力
を
生
じ
る
。

（
二
）
本
項
二
）
で
通
訳
を
受
け
る
権
利
を
放
棄
し
た
肴
は
、
自
ら
選
択
し
て
、
資
格
外
の
通
訳
者
を
活
川
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
通
訳
者
の
報
酬
、
経

批
は
、
（
ｄ
）
執
に
よ
る
法
廷
汕
訳
人
の
紺
酬
、
経
班
と
同
額
と
す
る
。

（
９
）
〈
費
川
負
担
、
自
己
負
担
の
法
廷
通
訳
〉

（
二
認
定
法
廷
通
訳
制
度
及
び
そ
の
他
の
資
格
通
訳
者
の
活
川
の
計
画
を
た
て
、
そ
の
他
本
法
の
規
定
を
執
行
す
る
に
要
す
る
鋤
川
の
支
出
は
、
本
項

法
学
志
林
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水
法
に
い
う
「
奴
判
災
」
と
は
、
巡
川
地
力
奴
判
所
の
す
べ
て
の
殿
判
向
、
倒
蔽
手
続
き
の
般
判
向
、
合
衆
脚
行
政
長
浦
及
び
起
訴
陪
稀
手
続
き
が
迦
川
検
察

官
の
主
催
で
行
わ
れ
る
場
合
の
連
邦
検
察
官
を
指
す
。

（
ｊ
）
〈
Ⅲ
語
の
定
義
・
合
衆
国
を
当
瓢
打
と
す
る
雄
判
手
続
き
〉

水
法
に
い
う
「
合
衆
川
を
当
耶
打
と
す
る
股
判
Ｆ
続
き
」
と
は
、
巡
叩
地
刀
峨
判
所
で
行
わ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
、
そ
の
雌
判
椛
と
柿
帖
に
川
す
る
あ
ら
ゆ
る

氏
耶
及
び
刑
珊
の
腿
判
を
さ
し
、
こ
れ
に
は
、
７
群
手
続
さ
な
い
し
起
訴
陪
栴
手
続
き
（
及
び
合
衆
川
の
名
前
で
側
係
打
が
行
う
ヘ
ィ
ピ
ァ
ス
・
コ
ー
パ
ス
手
続

き
）
を
意
味
す
る
。
ま
た
、
「
連
邦
地
方
裁
判
所
」
と
は
、
本
編
五
章
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
地
方
哉
判
所
の
管
轄
区
域
の
な
か
に
あ
っ
て
、
連
邦
議
会
の
法
休

で
そ
の
権
限
の
い
ず
れ
の
部
分
で
あ
れ
賦
与
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
餓
判
所
を
指
す
。

（
ｋ
）
〈
皿
択
の
方
法
、
特
別
迦
択
サ
ー
ビ
ス
〉

認
定
法
廷
皿
訳
人
な
い
し
そ
の
他
の
溢
絡
皿
訓
荷
が
水
法
に
雌
づ
い
て
行
う
皿
択
は
、
蛾
刊
艮
が
、
ｎ
ｕ
の
判
断
ま
た
は
当
馴
打
の
Ⅲ
し
立
て
に
よ
り
、
意
見

を
側
い
た
う
え
で
裁
判
の
効
率
的
な
運
営
の
た
め
に
同
時
通
訳
な
い
し
逐
語
通
訳
の
い
ず
れ
か
で
行
う
こ
と
を
命
じ
な
い
限
り
、
合
衆
国
を
当
事
者
と
す
る
裁
判

手
続
き
の
い
か
な
る
当
事
者
に
も
同
時
通
訳
で
行
わ
れ
、
証
人
に
は
逐
語
通
訳
で
行
わ
れ
る
。
賦
判
長
は
、
自
己
の
判
断
な
い
し
当
邪
背
の
申
し
立
て
に
よ
り
、

水
編
一
八
二
八
の
「
特
別
皿
訓
サ
ー
ビ
ス
」
（
多
敗
当
順
行
殿
刊
で
の
同
時
皿
択
サ
ー
ビ
ス
）
が
成
判
の
効
率
的
な
巡
瀞
を
助
け
る
と
判
断
し
た
と
き
は
、
こ
れ

の
使
川
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
八
二
八
特
別
迦
訳
サ
ー
ビ
ス
ー
〈
略
）
ｌ

裁
判
を
受
け
る
権
利
と
通
訳
を
求
め
る
権
利
（
江
橋
）

七
五

（
三
）
を
別
と
し
て
、
連
邦
裁
判
所
の
権
限
で
あ
り
、
裁
判
所
事
務
局
長
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
。

（
二
）
本
法
の
諸
規
定
の
執
行
は
、
水
法
の
Ⅲ
的
を
遂
行
す
る
た
め
の
適
切
な
財
疎
が
利
川
可
能
で
あ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

（
三
）
政
川
側
証
人
（
起
那
陪
術
手
続
き
に
お
け
る
村
も
含
む
）
に
蝉
し
た
州
酬
、
山
川
、
叉
川
、
継
側
は
、
水
唄
（
Ⅲ
）
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
な
け

れ
ば
、
司
法
尚
ｒ
仰
の
う
ち
か
ら
検
耶
総
長
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
。

（
四
）
い
か
な
る
裁
判
で
あ
れ
、
本
法
（
ｄ
）
項
に
よ
る
法
廷
通
訳
の
使
川
を
否
定
さ
れ
た
当
事
者
が
請
求
し
た
場
合
に
は
、
法
廷
の
書
記
官
な
い
し
裁
判
長

に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
他
の
職
員
は
、
可
能
で
あ
れ
ば
、
そ
の
行
の
関
川
、
肌
に
よ
る
法
廷
迦
訓
の
使
川
を
可
能
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
に
、
γ
側

さ
れ
る
間
川
の
下
納
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
Ⅱ
）
水
法
に
よ
っ
て
災
め
．
わ
れ
た
金
は
い
ず
れ
も
、
水
法
の
執
行
に
必
喫
な
経
測
の
支
払
い
に
充
当
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

蛾
判
長
は
、
本
法
（
ｈ
）
（
３
）

（
ｉ
）
〈
川
酪
の
定
綻
・
雌
刊
艮
〉

（
Ⅱ
）
水
法
に
よ
っ

（
ｈ
）
〈
支
出
の
承
認
〉

に
よ
り
耶
務
局
長
が
定
め
た
変
の
膝
準
に
し
た
が
っ
て
、
法
廷
迦
択
の
報
酬
、
縄
凹
の
支
給
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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